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諮問庁：法務大臣 

諮問日：令和４年９月２１日（令和４年（行個）諮問第５１９０号） 

答申日：令和６年５月２４日（令和６年度（行個）答申第５００４号） 

事件名：本人が行った給与決定審査申立てに関する文書等の一部開示決定に関

する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別表１ないし別表３に掲げる７５文書（以下，順に「文書１」ないし

「文書７５」という。）に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有

個人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定については，

別表４に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する個人情報保護に関する法律（以下「法」という。）

１３条１項の規定に基づく開示請求に対し，令和４年４月２５日付け庶７

（５）第２８０号により特定地方法務局長（以下「特定地方法務局長」又

は「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむ

ね以下のとおりである。なお，審査請求人から意見書が当審査会宛て提

出されたが，諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨の意見が提出さ

れており，その内容は記載しない。 

（１）審査請求人は，令和４年２月２５日付け受付第５号から第７号までで

で（原文ママ），処分庁に対し法に基づき開示を請求した。 

（２）処分庁は，原処分を行った。 

（３）本審査請求で争う処分（原処分）の理由として，以下の記載があった。 

「令和４年４月２５日付け「保有個人情報の開示をする旨の決定につ

いて（通知）」（庶７（５）第２８０号）別紙（１）～（５）」 

 （４）これは，以下のことから原処分は妥当ではない。 

本件は，審査請求人の平成○年度の能力評価の情報に関する事案であ

る。 

平成○年度能力評価が低位評価であったことから，苦情処理申出を行

ったものの，苦情処理委員会は，審査請求人の主張を採用せずに低位評

価に基づく給与決定をした。 
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審査請求人は，上記の人事評価及び苦情処理委員会の決定に不服があ

るため，人事院に給与決定審査申出を行った。人事院は，令和○年○月

○日付けで特定地方法務局長による平成○年○月○日付け給与決定に対

して更正決定を行った。 

特定地方法務局及び苦情処理委員会の決定と人事院の更正決定とは大

きく異なるものであると言わざるを得ない。人事院による給与決定審査

申出において，更正決定が下されるということは，当時の特定地方法務

局長の審査請求人に対する人事評価，人事評価に基づく給与決定に違法

性が認められてのことである。 

審査請求人が，本件不服申立てを行うのは，違法性の内容を確認する

必要性があるためだ。行政手続きは，適法になされることが前提である

ところ，本件に関しては，適法性が揺らいでいるのである。 

また，平成〇年度の能力評価においては，当時の審査請求人の評価者

である特定人Ａによる人事評価に係る基礎事実の信ぴょう性について大

いに疑問が生じるところである。平成○年○月○日～○日に行われた期

末面談では，人事評価に係る基礎事実の公表を特定人Ａ自らは行わず，

低位評価を押し付けられた。このため苦情処理申出を行ったのであるが，

ここで特定人Ａが作成した平成○年○月○日付け報告書（以下「特定報

告書という。）は，人事評価の基礎事実というよりは，言いがかり，虚

偽・捏造による人格権の破壊といったものであった。特定人Ａ及び当時

の特定地方法務局長が行ったことは，民間企業の人員整理で行われる方

法と酷似しており，反論する者の人格権を徹底的に破壊し，苦情処理申

出の反論をあきらめさせるようなものであった。当然，特定報告書は，

人事評価期末面談で提示されていないものばかりであり，期首面談で提

示されていない基礎事実は，人事評価の基礎事実として認められないも

のである。人事評価がなされる際には，評価者と被評価者において，基

礎事実の共有がなされることが重要であるが，そのようになっていない。

平成○年度の能力評価に係る人事評価は公正・公平でないということで

ある。 

以上を踏まえると，行政機関が保有する個人情報については，内容が

事実であることが前提とされるところ，本件に関しては，内容が事実で

ないことが存在すると思われる。そのために，情報公開を行ったところ

であるが，黒塗り状態で，不開示とされている箇所が多数存在する。 

情報公開制度においては，訂正請求制度がある。これを利用するにも，

本件のように黒塗りにされていては，手の出しようもない。 

以上のことから，不開示に関する不服申立てをするものである。 

（５）以上のとおり，原処分は情報公開法（原文ママ）の解釈，運用を誤っ

たものである。よって，その取消しを求めるため，本審査請求を行った。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 原処分について 

（１）開示請求について 

審査請求人は，令和４年２月２５日，処分庁に対し，法１３条１項の

規定に基づき，以下のアからウまでの保有個人情報の開示請求（以下

「本件開示請求」という。）を行った。 

ア  令和４年２月２５日受付第５号 

令和○年○月○日付けで請求者が人事院に申し立てた給与審査申立

に関する，申立から決定までに係る書類及びその他の情報全て 

イ  令和４年２月２５日受付第６号 

平成○年○月○日付けで請求者が特定地方法務局長へ申し出た，平

成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日までの能力評価につ

いての苦情処理申出に関する，申立から結果に係る書類及びその他

の情報全て 

ウ  令和４年２月２５日受付第７号 

（ア）請求者が特定地方法務局特定支局総務課係長であった当時，当時

の特定支局長が平成○年○～○月頃に作成した請求者に関する平成

３０年１０月１日付け人事異動に係る臨時報告書 

（イ）令和○年○月○日に行った請求者と特定地方法務局総務課長との

面談の記録 

（ウ）令和○年○月下旬に行った請求者と特定地方法務局総務課長との

面談の記録 

（エ）令和○年○月上旬に行った請求者と特定地方法務局総務課長との

面談の記録 

（オ）令和○年○月上旬に行った請求者と特定地方法務局長との面談の

記録 

（カ）令和○年○月から○月の間の，当時の特定支局長と総務課長との，

請求者の平成○年○月○日付け人事異動に関する面談の記録 

（キ）請求者について，平成○年○月○日付け人事異動を行わないと決

定した際に作成した書類 

（２）開示決定等について 

本件開示請求に対し，処分庁は，前記（１）アからウまでに関する保

有個人情報（本件対象保有個人情報）のうち，法１４条２号並びに７号

柱書き及びニに該当する部分（その内容は，別表１ないし３記載のとお

りである。）を除き，部分開示の決定（原処分）を行った。 

なお，前記（１）ウ（エ）（オ）（カ）については，保有個人情報が

存在しない。 

 ２ 審査請求人の主張について 
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審査請求人は，保有個人情報の訂正請求に必要であるとして，不開示と

された部分の原処分を取り消し，対象となる情報を開示することを求めて

いる。 

３ 原処分の妥当性について 

（１）本件対象保有個人情報について 

ア 前記１（１）ア（受付第５号）関係 

審査請求人が人事院に申し立てた給与審査申立に関する行政文書に

は，給与審査申立に関する人事院から特定地方法務局への通知・照

会，それに対する特定地方法務局からの回答，人事院による事実調

査，審査請求人が処分庁に対して行った人事評価の苦情処理申出，

それに対する特定地方法務局等における調査・検討，関係者への事

情聴取，関係機関との連絡・調整等に関する情報が記載されている。 

イ 前記１（１）イ（受付第６号）関係 

審査請求人が処分庁に申し出た能力評価についての苦情処理申出に

関する行政文書には，人事評価の苦情処理申出，それに対する特定

地方法務局等における調査・検討，関係者への事情聴取，関係機関

との連絡・調整等に関する情報が記載されている。 

ウ  前記１（１）ウ（受付第７号）関係 

平成○年○月○日付けの人事異動等に関する行政文書には，特定地

方法務局特定支局長から同局総務課長へのメモ及びメールの内容，

同局総務課長と審査請求人との面談内容，平成○年○月○日付け人

事異動計画等に関する情報が記載されている。 

（２）本件対象保有個人情報に係る不開示情報該当性について 

ア  関係者の氏名，役職等について 

本件対象保有個人情報には，関係者の氏名，役職，電話番号，メー

ルアドレスの情報が含まれているところ，これらは，審査請求人以

外の特定の個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより，審査請求人以外の

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）であ

ることから，当該情報を法１４条２号に該当するとして不開示とし

た原処分は妥当である。 

イ  特定地方法務局における検討過程，関係者への聴き取り内容等につ

いて 

本件対象保有個人情報には，給与審査申立てや人事評価の苦情処理

申出に関する特定地方法務局における検討過程，関係者への事情聴

取などの調査，関係機関との連絡調整に関する情報が含まれている

ところ，これらの情報を開示することになれば，申立人や申出人と

の関係への影響を憂慮して，職員が率直な意見を表すこと，関係者
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が聴取に対して事実関係を申述し，率直な所感を述べることをちゅ

うちょする又は聴取に応じることを拒否するおそれもあるほか，検

討や調査の過程で連絡調整を行っている職員の所属・氏名，具体的

な調整内容，調査の着眼点等が明らかとなり，今後同様の案件の際

に担当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあるだけでなく，事

情聴取を受ける被評価者及び評価者が，その着眼点を意識すること

によって，ありのまま率直な見解を述べなくなるおそれもあり，そ

の結果，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるととも

に，人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保に支障

を及ぼすおそれもあることから，当該情報を法１４条７号柱書き及

びニに該当するとして不開示とした原処分は妥当である。 

ウ  専用端末に関するＵＲＬについて 

本件対象保有個人情報には，メール文書の中に特定地方法務局に設

置された専用端末に関するＵＲＬ（公開されていないもの）の情報

が含まれているところ，これはその一部でも開示されると，外部か

らの不正なアクセスの危険が高まり，情報の改ざんやなりすましメ

ールの送信等が行われるおそれがあるなど，事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある情報であり，当該情報を法１４条７号柱書

きに該当するとして不開示とした原処分は妥当である。 

エ 電話番号について 

本件対象保有個人情報には，ホームページ等で対外的に公表されて

いない電話番号（内線番号）の情報が含まれているところ，これら

の電話番号は職員，関係機関担当者等との間での連絡に用いている

ものであり，開示することになれば，外部の者がこれらをみだりに

利用することにより，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国の機

関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，

国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

であることから，当該情報を法１４条７号柱書きに該当するとして

不開示とした原処分は妥当である。 

オ 人事評価記録書，人事異動計画等について 

本件対象保有個人情報には，人事評価記録書の評価者及び調整者の

所見，項目ごとの評語及び職務行動記録メモの被評価者の評価の基

礎となる職務行動の概要等の情報が含まれているところ，これらの

情報は，被評価者に開示することは想定されておらず，開示するこ

とになれば，評価者等は被評価者から反発，苦情，非難等を受ける

ことや，被評価者との間の信頼関係が失われることによってその後

の業務運営が困難になることを恐れ，今後行われる人事評価におい

て，率直かつ詳細な記載を避ける事態も想定され，その結果，適切
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な人事評価を行うことができなくなることにより，人事管理に関す

る事務に関し，公正かつ円滑な事務の確保に支障を及ぼすおそれが

あることから，当該情報を法１４条７号ニに該当するとして不開示

とした原処分は妥当である。 

また，本件対象保有個人情報には，所属長が作成した人事異動に関

する報告において人事異動に係る所属長の所見及びそれを裏付ける

資料に関する情報，人事異動計画に関する情報が含まれているとこ

ろ，これらの情報は対象職員に開示されないことを前提としており，

開示することとなれば，所属長や人事事務担当者が，対象職員から

反発，苦情，非難等を受けることや，対象職員との間の信頼関係が

失われることを恐れ，人事異動に関して率直かつ詳細な意見の記載

を避けることも想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の把

握ができず，適正な人事異動を行うことができなくなることにより，

人事管理に関する事務に関し，公正かつ円滑な事務の確保に支障を

及ぼすおそれがあることから，当該情報を法１４条７号ニに該当す

るとして不開示とした原処分は妥当である。 

 ４ 結論 

本件対象保有個人情報に係る不開示情報該当性については，前記３

（２）で示したとおりであり，原処分において不開示とした部分について

は，それぞれ不開示情報に該当すると認められることから，部分開示の決

定を行った原処分は適当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 令和４年９月２１日   諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１０月７日     審議 

   ④ 同年１１月２９日    審査請求人から意見書及び資料を収受 

   ⑤ 令和６年４月１２日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

      ⑥ 同年５月１７日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象保有個人情報を含む複数の保有個人情報の開

示を求めるものであるところ，処分庁は，本件対象保有個人情報につき，

その一部を法１４条２号並びに７号柱書き及びニに該当するとして不開示

とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，不開示部分の開示を求めているところ，諮

問庁は，本件対象保有個人情報に係る不開示情報該当性につき，上記第３

の３（２）のとおり説明し，原処分は適当であるとしていることから，以
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下，本件対象保有個人情報の見分結果を踏まえ，不開示部分の不開示情報

該当性について検討する。 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）文書１の不開示部分（文書１の不開示部分に記録された保有個人情報

を意味する。以下同じ。）について 

   標記の不開示部分は，文書１のメール文書に記載されたメール送信者

の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録

された保有個人情報であると認められる。 

  ア 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の

不開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，

おおむね以下のとおり説明する。 

特定地方法務局においての関係機関との連絡・調整等に関する情

報であり，検討や調査の過程で連絡調整を行っている職員の所属・

氏名，具体的な調整内容が記載されており，これが開示されること

になれば，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受け

るおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等を受けるこ

とによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人

に有利になるように意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討

等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意

思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある。 

  イ そこで検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の内容に

照らせば，これを開示すると，今後同様の案件の際に，不当な働き掛

け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，

意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある旨の上記アの諮問庁の説明は，不自然，不合理な

点があるとまではいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

    また，不開示部分のうちＵＲＬは，メール文書の中に特定地方法務

局に設置された専用端末に関するＵＲＬ（公開されていないもの）の

情報が含まれているところ，これはその一部でも開示されると，外部

からの不正なアクセスの危険が高まり，情報の改ざんやなりすましメ

ールの送信等が行われるおそれがあるなど，事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある情報である旨上記第３の３（２）ウにおいて諮

問庁は説明するところ，この諮問庁の説明は，不自然，不合理な点が

あるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，標記の不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

不開示としたことは妥当である。 

（２）文書２の不開示部分について 
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   標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，

宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録された保

有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不

開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明

は，上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当

該メールの宛先には関係機関等の職員が含まれており，また，関係機関

との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今

後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担

保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の

諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開

示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬ

の情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（３）文書３の不開示部分について 

ア 標記の不開示部分は，手書きのメモ，「苦情処理申出に係る審理結

果について」の一部，メール文書に記載されたメール送信者の情報，

宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録された

保有個人情報であると認められる。 

イ 検討 

（ア）標記の不開示部分のうち，手書きのメモ，メール文書に記載され

たメール送信者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの

名称，ＵＲＬについて 

   当審査会事務局職員をして当該不開示部分（ＵＲＬを除く。）の

不開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁

の説明は，上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定

地方法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書で

あり，当該メールの宛先には関係機関等の職員が含まれており，ま

た，関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これ

を開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛
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け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができ

ず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該

不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関す

るＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分

は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（イ）標記の不開示部分のうち，Ｐ（本件対象保有個人情報が記録され

た文書の右下記載の番号（ページ数）を示す。以下同じ。）９４の

「苦情処理申出に係る審理結果について」の一部について 

当該不開示部分は，東京法務局苦情処理委員会委員長から特定地

方法務局長宛ての文書「苦情処理申出に係る審理結果について」の

一部であると認められるところ，当該不開示部分の一部は，特定地

方法務局長が審査請求人に対して通知した文書（苦情処理結果通知

書）と同様の記載がされていることから，審査請求人が知り得る情

報であると認められる。 

そうすると，当該不開示部分の一部を開示しても，上記第３の３

（２）イにおいて諮問庁が説明する，国の事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

また，当該不開示部分のその余の部分も，その記載内容に照らせ

ば，これを開示しても，上記第３の３（２）イにおいて諮問庁が説

明する，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は人事管理

に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのい

ずれにも該当せず，開示すべきである。 

（４）文書４の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，

宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬ，「給与の決定

に関する審査の申立て事案に係る照会について（回報）」の一部，「照

会事項Ⅱに対する回答」の一部に記録された保有個人情報であると認め

られる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不
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開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明

は，上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（下記で検討する部分を除く。）

は，特定地方法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文

書及びその添付文書であり，当該メールの宛先には関係機関等の職員が

含まれており，また，関係機関との具体的な調整内容が含まれているこ

とから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当

な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることが

できず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分（下記で検討する部分を除く。）は，法

１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当である。 

しかしながら，「照会事項Ⅱに対する回答」のうち，「照会事項Ⅱの

３「苦情相談について」」欄の回答内容については，審査請求人の知り

得る情報と考えられ，また，本件対象保有個人情報の別の部分で開示し

ていることから，諮問庁が説明する，国の事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保

に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，法１４条７号柱書き及び

ニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開

示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬ

の情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５）文書５の不開示部分について 

  ア 標記の不開示部分は，Ｐ１０８の回答書目録の一部，Ｐ１５３ない

しＰ１６７の電話聴取書・口頭録取書及びＰ４４４及びＰ４４５の電

話録取書の一部，Ｐ１０３及びＰ１０５の手書きのメモ，Ｐ１０７の

「給与の決定に関する審査の申立て事案に係る照会について（回

報）」の一部，Ｐ３１３ないしＰ３２０及びＰ４６３ないしＰ４７０

の「第３ 苦情申出に対する当職意見」の欄（項目名を除く。）及び

第４の欄，Ｐ３２０及びＰ４７０の「第５ 提出書類」の（５），Ｐ

４５２の決裁文書中の担当者メモの一部，Ｐ４５４及びＰ４５７の

「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄（項目名を除く。），Ｐ４

５９ないしＰ４６１の「照会事項Ⅱに対する回答」の一部，Ｐ３０４，

Ｐ３０８，Ｐ３４８，Ｐ３４９及びＰ４４１のＵＲＬ，Ｐ１０３及び

Ｐ１８６の内線番号，Ｐ１４２ないしＰ１４７，Ｐ１６８，Ｐ１６９
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及びＰ４４６ないしＰ４４９の人事評価記録書の一部，Ｐ１４８ない

しＰ１５２の職務行動記録メモの一部，Ｐ１８７及びＰ１８８の職員

の昇給に関する文書の全部，Ｐ４７１ないしＰ４７３の期末面談の実

施状況についての文書の全部に記録された保有個人情報であると認め

られる。 

  イ Ｐ１０８の回答書目録，Ｐ１５３ないしＰ１６７の電話聴取書・口

頭録取書並びにＰ４４４及びＰ４４５の電話録取書の一部について 

    標記の不開示部分には，関係者への事情聴取に関し，被聴取者及び

聴取者の氏名，聴取内容，聴取場所，件名等が具体的に記録されてお

り，これが開示されることになれば，被聴取者が申立人との関係への

影響を憂慮して聴取に応じることを拒否するおそれや，今後同様の案

件の際に担当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあることなどに

より，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の上記第

３の３（２）ア及びイの諮問庁の説明は，不自然，不合理な点がある

とまではいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

        したがって，当該不開示部分（Ｐ１０８の回答書目録の日付等の情

報を除く。）は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号及び７号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

    しかしながら，Ｐ１０８の回答書目録の日付等の情報は，これを開

示しても，被聴取者の氏名等が明らかにならないことから，被聴取者

が申立人との関係への影響を憂慮して聴取に応じることを拒否するお

それがあるとはいえず，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすおそれがあるとは認められないから，当該不開示部分は，法１

４条２号並びに７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべき

である。 

ウ Ｐ１０３及びＰ１０５の手書きのメモについて 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

    これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，上記の

諮問庁の説明は，不自然，不合理な点があるとまではいえず，これを

覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

エ Ｐ１０７の「給与の決定に関する審査の申立て事案に係る照会につ

いて（回報）」の不開示部分について 

標記の不開示部分を開示すると，具体的な調整内容等が明らかとな
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り，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受けるおそ

れがあるなど，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は人

事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそれがある旨上記第３の３（２）において諮問庁は説明すると

ころ，この諮問庁の説明は，当該不開示部分の内容に照らせば，不

自然，不合理な点があるとまではいえず，これを覆すに足りる事情

も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   オ Ｐ３１３ないしＰ３２０及びＰ４６３ないしＰ４７０の「第３ 苦

情申出に対する当職意見」の欄（項目名を除く。）及び第４の欄に

ついて 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

苦情処理に係る職員間の対応方針等の協議・検討内容に関する情報

であり，当該情報が開示されることになれば，今後苦情処理に関す

る職員は，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，

その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になる

ように意見を付す事態も想定され，その結果，率直な協議，検討等

をすることができず，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立

性が担保できなくなるおそれがあり，国の事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれがある旨説明するところ，当該不開

示部分は，審査請求人の苦情申出に対する特定地方法務局長の意見

であることから，この諮問庁の説明には，不自然，不合理な点があ

るとはいえず，これを否定することはできない。 

したがって，当該不開示部分（第４の標題を除く。）は，法１４条

７号柱書きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく不開示と

したことは妥当である。 

しかしながら，当該不開示部分のうち，第４の標題については，文

書５のＰ２１５中の開示されている部分と同様の内容であると認め

られることから，これを開示しても諮問庁が説明する，国の事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して

公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認めら

れない。 

したがって，第４の標題については，法１４条７号柱書き及びニの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 
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   カ Ｐ３２０及びＰ４７０の「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分

について 

     本件対象保有個人情報の別の部分において電話録取書が添付されて

おり，標記の不開示部分は，容易に推測できる情報であることから，

これを開示しても，諮問庁が説明する，国の事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な

人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

   キ Ｐ４５２の決裁文書中の担当者メモの一部について 

     決裁文書の伺い文の内容に照らせば，標記の不開示部分を開示して

も，諮問庁が説明する，国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れ又は人事管理に係る事務に関して公正かつ円滑な人事の確保に支

障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいず

れにも該当せず，開示すべきである。 

   ク Ｐ４５４及びＰ４５７の「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄

（項目名を除く。）について 

標記の不開示部分は，平成３１年１月１８日付けの「苦情処理申出

に係る審理結果について」の不開示部分に記録された保有個人情報

であるところ，上記（３）イ（イ）と同様の理由により，当該不開

示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示

すべきである。 

   ケ Ｐ４５９ないしＰ４６１の「照会事項Ⅱに対する回答」の一部につ

いて 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

特定地方法務局における検討過程等に関する情報で具体的な検討内

容が記載されており，また，特定地方法務局の見解が率直に記載さ

れているが，これが開示されることになれば，担当職員は，申立人

から，反発，苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運

営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるように意見を付

す事態も想定され，率直な協議，検討等をすることができず，ひい

ては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できな

くなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

そこで検討すると，当該不開示部分の記録内容に照らせば，上記の

諮問庁の説明は，不自然，不合理な点があるとまではいえず，これ
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を覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   コ Ｐ３０４，Ｐ３０８，Ｐ３４８，Ｐ３４９及びＰ４４１のＵＲＬに

ついて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末

に関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

 そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分

は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

   サ Ｐ１０３及びＰ１８６の内線番号について 

標記の内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号

であるが，この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのこ

とであった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る内線番号であ

ることから，これを開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げら

れ，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を

来すなど，国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，

開示すべきである。 

   シ Ｐ１４２ないしＰ１４７，Ｐ１６８，Ｐ１６９及びＰ４４６ないし

Ｐ４４９の人事評価記録書の一部について 

     国家公務員に係る人事評価については，国家公務員法（昭和２２年

法律第１２０号）によりその実施が規定され，人事評価の基準，方

法等に関する政令（平成２１年政令第３１号。以下「政令」とい

う。）９条により，①評価者が，被評価者について，個別評語及び

評価者としての全体評語を付すことにより評価を行い，②その評価

者による評価について，調整者が審査を行い，調整者としての全体

評語を付すことにより調整を行い，③その調整者による調整につい

て，実施権者が審査を行い，当該評価が適当である旨の確認を行う

ものとされている。また，政令１０条により，実施権者が上記確認

を行った後，評価の結果を当該被評価者に開示するものとされ，人

事評価の基準，方法等に関する内閣官房令（平成２１年内閣府令第

３号。以下「内閣官房令」という。）３条において，評価結果の開

示は，実施権者により確認された全体評語を含むものでなければな

らないとされている。さらに，「人事評価の基準，方法等につい

て」（平成２１年総人恩総第２１８号）において，「評価結果の開



 15 

示については，内閣官房令４条の規定により，原則として，最低限

全体評語を含むものとして開示する必要があることとされた。評価

結果の開示が職員の主体的な取組を促すための措置であることも踏

まえ，人事評価実施規程において，適切な開示範囲を定めるこ

と。」とされている。 

     以上を踏まえ検討すると，国家公務員に係る人事評価は，政令及び

内閣官房令により，最低限，実施権者により確認された全体評語は

被評価者に開示することが求められているが，それ以外の評価結果

については，各所轄庁の長が人事評価実施規程において開示範囲を

定めることとされていると認められる。 

そこで，処分庁における人事評価実施規程である法務省人事評価実

施規程（平成２１年９月２日付け法務省人服訓第２１１２号。なお，

同規程は，本件対象保有個人情報の一部である。）を見分したとこ

ろ，同規程８条１項において，「評価者は，次の各号に掲げる被評

価者を除き，能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとす

る。」と定められ，同条２項において，「前項各号に規定する被評

価者について，当該被評価者に係る定期評価の全体評語が中位より

下（中略）のものである場合には，当該全体評語を開示しなければ

ならない。」と定められていると認められる。 

     また，被評価者（審査請求人）は，標記文書における評語の記載か

ら，全体評語が中位より下のものと認められる。そうすると，当該

不開示部分は，法務省人事評価実施規程により，開示の対象から除

かれている被評価者に係る評価者及び調整者の評価が記載される部

分であり，同規程を前提とした評価者等が，被評価者（審査請求

人）に開示されることを想定せずに率直な記載を行っているものと

推察され，これらを開示すると，今後行われる人事評価において，

評価者等が率直な評価を記載することが困難になる場合も想定され，

人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及

ぼすおそれがあると認められることから，下記で検討する部分以外

の不開示部分については，法１４条７号ニに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 

     しかしながら，①不開示部分の人事評価の全体評語（能力評価の評

価者の全体評語）については，本件対象保有個人情報の他の部分で

開示している情報であることから，人事管理に係る事務に関し，公

正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められ

ないことから，法１４条７号ニの不開示情報に該当せず，Ｐ１４３

の評価者の全体評語については，開示すべきである。 

     また，不開示部分のうち，能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者
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の評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評語，評価項目４＜説明

＞の評価者の評語，評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語は，本

件対象保有個人情報の他の部分において開示されており，審査請求

人が知り得る情報であることから，上記評価項目１，３，４及び５

の評語は，これを開示しても，人事管理に係る事務に関し，公正か

つ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，

法１４条７号ニに該当せず，開示すべきである。 

   ス Ｐ１４８ないしＰ１５２の職務行動記録メモの一部について 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

職務行動記録メモは，当時の「特定地方法務局人事評価実施要領」

に基づき作成されたものであり，不開示部分については，人事管理

に係る事務に関する情報が含まれており，人事評価上の着眼点とな

る行動や指導内容等が記録されている。これらの情報は開示される

ことが想定されておらず，開示されることになれば，被評価者から

反発，苦情，非難等を受けることや，被評価者と評価者との間の信

頼関係が失われること等によってその後の業務運営が困難になるこ

とを恐れ，率直かつ詳細な記載を避け，当たり障りのない記載をす

る事態も想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の把握がで

きず，適切な人事評価を行うことができなくなり，公正かつ円滑な

事務の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

     そこで検討すると，当該不開示部分の記録内容に照らせば，これを

開示すると，率直かつ詳細な記載を避け，当たり障りのない記載を

する事態も想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の把握が

できず，適切な人事評価を行うことができなくなり，公正かつ円滑

な事務の確保に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，不

自然，不合理な点があるとはいえない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，不開示

としたことは妥当である。 

   セ Ｐ１８７及びＰ１８８の職員の昇給に関する文書の全部について 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

当該情報は昇給区分決定決裁原議写しであり，審査請求人以外の職

員の氏名については黒塗りになっているものの，特定地方法務局の

職員の人事評価や昇給の区分について記録されている文書であり，

これが開示されることになれば，人事事務担当者が，職員から反発，
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苦情，非難等を受けることや，作成担当者が身構えてしまい，率直

かつ詳細な身上把握が望み難くなり，正確かつ詳細な人事情報の把

握ができず，適正な人事異動が行われないなど公正かつ円滑な人事

の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

     そこで検討すると，上記の諮問庁の説明は，不自然，不合理な点が

あるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

     したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，不開示

としたことは妥当である。 

   ソ Ｐ４７１ないしＰ４７３の期末面談の実施状況についての文書の全

部について 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

苦情処理に係る文書の補足文書であり，これが開示されることにな

れば，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，そ

の後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるよ

うに意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をすることが

できず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性

が担保できなくなるおそれが生じ事務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分（Ｐ４７１の１行目ないし４行

目を除く。）の内容に照らせば，この諮問庁の説明は，不自然，不

合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められな

い。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニに

ついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，Ｐ４７１の１行目ないし４行目については，同内容

が本件対象保有個人情報の他の部分において開示されていることか

ら，当該不開示部分は，これを開示しても，諮問庁が説明する事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，当該不

開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開

示すべきである。 

（６）文書６の電話・口頭聴取書の不開示部分について 

この点に関する上記第３の３（２）の諮問庁の説明に関し，当審査会

事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性について更に諮

問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様であっ

た。 

これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，この諮問
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庁の説明は，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足り

る事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（７）文書８の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，Ｐ５０４の担当者メモ，Ｐ５０５及びＰ５０６

の「調査事項に対する回答」の一部，Ｐ５０８及びＰ５０９の人事評価

記録書の一部，Ｐ５１０の人事評価結果開示等状況報告書の一部，Ｐ５

１１ないしＰ５１５の職務行動記録メモの一部，Ｐ５１６ないしＰ５１

８の期末面談の実施状況についての文書の一部，Ｐ５４５及びＰ５４６

のメール文書の一部（ＵＲＬを除く。），Ｐ５４５及びＰ５４６のＵＲ

Ｌ，Ｐ５４７及びＰ５４８の「調査事項に関する回答」の一部，Ｐ５４

７の手書きメモに記録された保有個人情報であると認められる。 

   ア Ｐ５０４の担当者メモについて 

     標記の不開示部分には，連絡調整を行っている職員の所属等やメモ

を記載した職員の名前（姓）が記録されていると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

特定地方法務局においての関係機関との連絡・調整等に関する情報

であり，特定地方法務局における具体的な調査手法及び調査の過程

で連絡調整を行っている職員の所属が記録されており，これが開示

されることになれば，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き

掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等

を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそ

れ，申立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，率直な

協議，検討等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至る

などして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分には，関係機関の連絡調整を行

っている職員の所属等が記録されていることから，これを開示する

と，諮問庁が説明するように，今後同様の案件の際に関係機関の担

当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあることは否定すること

ができないことから，事務の適正な遂行に支障を及ぼす等のおそれ

が生じることは否定できない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

イ Ｐ５０５及びＰ５０６の「調査事項に対する回答」の一部について 
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     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

     特定地方法務局においての給与審査申立てに係る調査に関する情報

であり，具体的な調査に対する回答が記録されており，これが開示

されることになれば，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き

掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等

を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそ

れ，申立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，率直な

協議，検討等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至る

などして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

     これを検討すると，当該不開示部分は，特定地方法務局においての

給与審査申立てに係る調査に関する情報であり，具体的な調査に対

する回答が記載されており，また，手書きで修正されている部分が

あることが認められる。 

     そうすると，これを開示すると，申立人から，反発，苦情，非難等

を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそ

れ，申立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，率直な

協議，検討等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至る

などして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し

難い。 

     したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   ウ Ｐ５０８及びＰ５０９の人事評価記録書の一部について 

     標記の不開示部分は，上記（５）シと同様の理由により，次に判断

する部分を除いて，法１４条７号ニに該当し，不開示としたことは

妥当である。 

     しかしながら，能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者の評語，評

価項目３＜協調性＞の評価者の評語，評価項目４＜説明＞の評価者

の評語，評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語は，本件対象保有

個人情報の他の部分において開示されており，審査請求人が知り得

る情報であることから，上記評価項目１，３，４及び５の評語は，

これを開示しても，人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当せず，開示

すべきである。 
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   エ Ｐ５１０の人事評価結果開示等状況報告書の一部について 

  標記不開示部分は，審査請求人以外の２名の被評価者の氏名及び開

示の有無欄並びにそのうち１名の期末面談実施日及び開示日に関す

る情報であると認められる。 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

人事評価の開示結果に関する文書であり，審査請求人以外の結果に

ついても記録されている。人事評価の結果の開示は被評価者本人の

みが知りうる情報であり，これが開示されることになれば，被評価

者と評価者の信頼関係が失われることになり，ひいては，人事管理

に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れがある。 

     これを検討すると，これを開示すると，被評価者と評価者の信頼関

係が失われることになり，ひいては，人事管理に係る事務に関し，

公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁

の説明は，不自然，不合理とはいえず，これを覆すに足りる事情も

認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，不開示

としたことは妥当である。 

オ Ｐ５１１ないしＰ５１５の職務行動記録メモの一部について 

   標記の不開示部分は，上記（５）スと同様の理由により，法１４条

７号ニに該当し，不開示としたことは妥当である。 

カ Ｐ５１６ないしＰ５１８の期末面談の実施状況についての文書の一

部について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

   苦情処理に係る文書の補足文書であり，これが開示されることにな

れば，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，そ

の後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるよ

うに意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をすることが

できず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性

が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，この諮問庁

の説明は，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足

りる事情も認められない。 
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したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

キ Ｐ５４５及びＰ５４６のメール文書の一部（ＵＲＬを除く。）につ

いて 

標記の不開示部分は，メール文書に記録されたメール送信者の情報，

宛先，メール本文，添付ファイルの名称であると認められる（なお，

別表１の文書８の部分では，当該メール文書の件名も不開示部分に

含まれているが，諮問書に添付された開示実施保有個人情報の写し

においては，件名は開示されているので，この点については判断し

ない。）。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった 

これを検討すると，標記の不開示部分は，特定地方法務局の職員と

関係機関の職員との間でやり取りされたメール文書であり，関係機

関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示する

と，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受け

ることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決

定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，同号ニについて判断するまでも

なく，不開示としたことは妥当である。 

ク Ｐ５４５及びＰ５４６のＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末

に関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

ケ Ｐ５４７及びＰ５４８の「調査事項に関する回答」の一部について 

標記の不開示部分は，上記イとほぼ同内容の部分であることから，

上記イと同様の理由により，当該不開示部分は，法１４条７号柱書

きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたこ

とは妥当である。 

コ Ｐ５４７の手書きメモ 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

特定地方法務局における関係機関との連絡・調整等に関する情報で
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あり，関係機関からの具体的な調整内容が記載されており，これが

開示されることになれば，今後関係機関において，申立人から，反

発，苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運営が困難

になることをおそれ，申立人に有利になるように意見を付す事態も

想定され，率直な協議，検討等をすることができず，ひいては，恣

意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくなるお

それ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，不開示部分の内容に照らせば，これを開示する

と，諮問庁が説明するように，率直な協議，検討等をすることがで

きず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が

担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れが生じることは否定できない。 

したがって，標記の不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ

る。 

（８）文書９の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ５５０の内線番号，Ｐ５５２及びＰ５５３の

「調査事項に対する回答」の一部，Ｐ５５５の人事評価結果開示等状況

報告書の一部，Ｐ６２６のメール文書（ＵＲＬを除く。）の一部，Ｐ６

２６のＵＲＬ並びにＰ５７９の特定支局職員緊急連絡網，Ｐ６１４の持

出備品管理簿及びＰ６１９の特定地方法務局幹部職員緊急連絡網の各一

部であると認められる。 

   ア Ｐ５５０の内線番号について 

     標記の内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認さ

せたところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号

であるが，この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのこ

とであった。 

そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，

法１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

   イ Ｐ５５２及びＰ５５３の「調査事項に対する回答」の一部について 

標記の不開示部分は，上記（７）イとほぼ同内容の部分であること

から，上記（７）イと同様の理由により，法１４条７号柱書きに該

当し，同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

   ウ Ｐ５５５の人事評価結果開示等状況報告書の一部について 

     標記の不開示部分は，上記（７）エと同様であることから，上記

（７）エと同様の理由により，法１４条７号ニに該当し，不開示と

したことは妥当である。 
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   エ Ｐ６２６のメール文書（ＵＲＬを除く。）について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，

宛先，メール本文，件名，添付ファイルの名称であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分は，特定地方法務局の職員か

ら関係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該メールの

宛先には関係機関等の職員が含まれており，また，関係機関との具

体的な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今後

同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを

恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立

性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   オ Ｐ６２６のＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末

に関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

     そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

カ Ｐ５７９の特定支局職員緊急連絡網，Ｐ６１４の持出備品管理簿及

びＰ６１９の特定地方法務局幹部職員緊急連絡網の一部について 

   （ア）Ｐ５７９の特定支局職員緊急連絡網の一部について 

      標記の不開示部分は，特定支局の各職員の電話番号及びメールア

ドレスの一部並びに特定支局の緊急連絡先に関する情報であると認

められる 

当審査会事務局職員をして当該不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

審査請求人本人が知り得る情報であるものの，不開示部分には，

審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することにより，審査請求人

以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）である。 

そこで検討すると，当該不開示部分のうち各職員の電話番号，メ

ールアドレスの部分は，開示請求者以外の個人に関する情報であっ

て，特定の個人を識別することができる情報であることから，法１
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４条２号本文前段に該当すると認められる。次に同号ただし書につ

いて検討すると，特定支局は審査請求人の所属する支局であること

から，標記の不開示部分の情報は，審査請求人が知り得る情報であ

ると認められ，同号イに該当する。したがって，当該不開示部分の

うち，各職員の電話番号，メールアドレスの部分は，法１４条２号

に該当しない。また，当該不開示部分は，審査請求人が知り得る情

報であることから，同条７号柱書き及びニにも該当しない。 

その余の不開示部分である特定支局の緊急連絡先に関する情報に

ついては，開示請求者以外の個人に関する情報であるとは認められ

ず，また，審査請求人が知り得る情報であると認められることから，

法１４条２号，７号柱書き及びニに該当しない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条２号，７号柱書き及び

ニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（イ）Ｐ６１４の持出備品管理簿記載の一部について 

   標記の不開示部分は，審査請求人本人使用の携帯電話番号である

と認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性

について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下

のとおり説明する。 

審査請求人が知り得る情報であるものの，当該電話番号は，ホー

ムページ等で対外的に公表されていない情報であり，これらの番号，

アドレスは，職員等との間での連絡に用いられるものであり，開示

することになれば，外部の者がこれらをみだりに利用することによ

り，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国の機関が必要とする際

の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある。 

そこで検討すると，標記の不開示部分は，審査請求人が貸与され

使用していた携帯電話の電話番号であり，審査請求人が知り得る電

話番号であることから，これを開示しても，職員間の円滑な情報伝

達が妨げられ，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連

絡に支障を来すなど，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，

開示すべきである。 

（ウ）Ｐ６１９の特定地方法務局幹部職員緊急連絡網の一部について 

     ａ 標記の緊急連絡網の不開示部分（特定支局長欄の不開示部分及

び下記ｂで検討する部分を除く。）は，審査請求人以外の個人

に関する情報であって，特定の個人を識別することができるも
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の（他の情報と照合することにより，１４条２号本文前段の審

査請求人以外の特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）に該当し，同号ただし書イないしハに該当する

事情は認められず，当該不開示部分は，個人識別部分であるこ

とから，部分開示の余地もない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条２号に該当し，不開

示としたことは妥当である。 

       しかしながら，特定支局長欄の不開示部分は，上記（ア）の特

定支局職員緊急連絡網（Ｐ５７９）の特定支局長の不開示部分

と同内容であることから，上記（ア）と同様の理由により，当

該不開示部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきである。 

     ｂ 標記の連絡網の下段の不開示部分について，当審査会事務局職

員をして不開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたと

ころ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明する。 

当該不開示部分は，該当文書が格納されているフォルダのパス

（ファイルが格納されている場所を示すアドレスのようなも

の）であり，当該パスは開示されることは想定されておらず，

開示されることになれば，不正アクセスの危険が高まり，情報

の改ざんや個人情報の流失が行われるおそれがあるなど，事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨諮問庁は説明する。 

これを検討すると，上記の諮問庁の説明に，特段不自然，不合

理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められ

ない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

不開示としたことは妥当である。 

（９）文書１０の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ６２７の手書きメモ，Ｐ６２９ないしＰ６ 

３１の人事院からの照会事項の一部に記録された保有個人情報であると

認められる。 

   ア Ｐ６２７の手書きメモについて 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分には，関係機関との具体的な調

整内容が含まれていることから，不開示部分の記載内容に照らせば，

これを開示すると，今後関係機関において，申立人から，反発，苦

情，非難等を受けることによって，意思決定の中立性が担保できな

くなるおそれがあるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
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ある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは，妥当であ

る。 

   イ Ｐ６２９ないしＰ６３１の人事院からの照会事項の一部について 

  当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性

について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下

のとおり説明する。 

不開示部分が記録されている文書（給与の決定に関する審査の申立

て事案に関する照会）は苦情処理申立てに係る人事院から特定地方

法務局への照会文書であるが，その内容は文書５のＰ３１３ないし

Ｐ３２０（開示される評価結果に対する苦情の申出について（報

告））で不開示とした内容を引用していることから，苦情処理に係

る職員間の対応方針等の協議・検討内容に関する情報であり，当該

情報が開示されることになれば，今後苦情処理に関する職員は，申

立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，その後の業

務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるように意見

を付す事態も想定され，その結果，率直な協議，検討等をすること

ができず，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保で

きなくなるおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，この諮問庁

の説明は，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足

りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（１０）文書１１の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ６３２の手書きメモ，Ｐ６３３ないしＰ６３

５の人事院からの調査事項に対する回答の一部，Ｐ６３７ないしＰ６３

９の人事院からの照会事項の一部，Ｐ６４１ないしＰ６４８の「第３ 

苦情申出に対する当職意見」の欄（項目名を除く。）及び第４の欄，Ｐ

６４８の「第５ 提出書類」の（５），Ｐ６７５及びＰ６７６のＵＲＬ，

Ｐ８０３の特定支局職員緊急連絡網の一部に記録された保有個人情報で

あると認められる。 

   ア Ｐ６３２の手書きメモについて 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様あった。 

これを検討すると，当該不開示部分には，関係機関との具体的な調
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整内容が含まれていることから，不開示部分の記載内容に照らせば，

これを開示すると，今後関係機関において，申立人から，反発，苦

情，非難等を受けることによって，意思決定の中立性が担保できな

くなるおそれがあるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは，妥当であ

る。 

  イ Ｐ６３３ないしＰ６３５の人事院からの調査事項に対する回答の一部

について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

標記回答は，文書５のＰ３１３ないしＰ３２０（開示される評価結果

に対する苦情の申出について（報告））の内容について人事院から照会

があったものへの回答であり，文書５の上記部分に関する事項の詳細

（人事評価上の着眼点となる行動や指導内容等）が記録されているとこ

ろ，これらの情報は開示されることが想定されておらず，開示されるこ

とになれば，被評価者から反発，苦情，非難等を受けることや，被評価

者と評価者との間の信頼関係が失われること等によってその後の業務運

営が困難になることを恐れ，率直かつ詳細な記載を避け，当たり障りの

ない記載をする事態も想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の

把握ができず，適切な人事評価を行うことができなくなり，公正かつ円

滑な事務の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，この諮問庁の

説明は，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事

情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，同号柱書

きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ウ Ｐ６３７ないしＰ６３９の人事院からの照会事項の一部について 

標記の不開示部分の内容は，文書１０のＰ６２９ないしＰ６３１の不

開示部分と同様の内容であることから，上記（９）イと同様の理由によ

り，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて

判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

  エ Ｐ６４１ないしＰ６４８の「第３ 苦情申出に対する当職意見」の欄

（項目名を除く。）及び第４について 

    標記の不開示部分は，上記（５）オの不開示部分と同様の内容である

ことから，上記（５）オと同様の理由により，第４の標題を除いた部分
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は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく

不開示としたことは妥当であるが，第４の標題については，法１４条７

号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

オ Ｐ６４８の「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，上記（５）カの不開示部分と同内容であること

から，上記（５）カと同様の理由により，当該不開示部分は，法１４条

７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

カ Ｐ６７５及びＰ６７６のＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記録されていると認められる。 

   そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

キ Ｐ８０３の特定支局職員緊急連絡網の一部について 

標記の不開示部分は，Ｐ５７９の特定支局職員緊急連絡網の不開示部

分と同様の内容であると認められる。 

そうすると，当該不開示部分は，上記（８）カ（ア）と同様の理由に

より，法１４条２号，７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示す

べきである。 

（１１）文書１２の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８０４の内線番号，Ｐ８０７ないしＰ８０９及

びＰ８１０ないしＰ８１２の人事院からの調査事項に対する回答の各一部，

Ｐ８１３及びＰ８１４のメール文書の一部（ＵＲＬを除く。），Ｐ８１３

及びＰ８１４のＵＲＬに記録された保有個人情報であると認められる。 

  ア Ｐ８０４の内線番号について 

 当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る内線番号であり，

また，本件対象保有個人情報の別の部分で開示されていることから，こ

れを開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国の機関が必要

とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，国の機関が行

う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報とは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，開

示すべきである。 

  イ Ｐ８０７ないしＰ８０９及びＰ８１０ないしＰ８１２の人事院からの

調査事項に対する回答の各一部について 

標記の不開示部分は，Ｐ６３３ないしＰ６３５の不開示部分とそれぞ

れほぼ同様の内容であることから，上記（１０）イと同様の理由により，
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当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，同号柱書きについて判断

するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

  ウ Ｐ８１３及びＰ８１４のメール文書の一部（ＵＲＬを除く。）につい

て 

標記の不開示部分は，メール文書に記録されたメール送信者の情報，

宛先，メール本文，件名，添付ファイルの名称であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（メール本文に記載されているメ

ールソフトの情報を除く。）は，特定地方法務局の職員から関係機関の

職員宛てに連絡したメール文書であり，関係機関との具体的な調整内容

が含まれていることから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，

担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検

討等をすることができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定

し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，

これを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは

認められず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示す

べきである。 

  エ Ｐ８１３及びＰ８１４のＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記録されていると認められる。 

    そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（１２）文書１３の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８１５のメール文書に記載されたメール送信者

の情報，宛先，件名，メール本文，担当者の手書きメモに記録された保有

個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

   これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，上記の諮問庁の

説明は，不自然，不合理な点があるとまではいえず，これを覆すに足りる

事情も認められない。 
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したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（１３）文書１４の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８１６のメール文書に記載されたメール送信者

の情報，宛先，件名，メール本文，担当者の手書きメモである。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

そうすると，標記の不開示部分は，上記（１２）と同様の理由により，

法１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当である。 

（１４）文書１５の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８１７の下書きメールに記載されたメールの送

信者の情報，宛先，件名，メール本文，担当者の手書きメモ，ＵＲＬに記

録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（メール本文に記載されているメー

ルソフトの情報及びＵＲＬを除く。）は，特定地方法務局の職員から関係

機関の職員宛てに連絡した下書きメール文書であり，関係機関との具体的

な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今後同様の案件

の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協

議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保できなくなるな

ど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否

定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，こ

れを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（１５）文書１６の不開示部分について 
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標記の不開示部分は，メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文に

記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（件名及びメール本文に記載されて

いるメールソフトの情報を除く。）は，特定地方法務局の職員と関係機関

の職員とのメール文書であり，当該メールの宛先には関係機関等の職員が

含まれており，また，関係機関との具体的な調整内容が含まれていること

から，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働

き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，

意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，件名は，Ｐ８２６の１行目で開示している情報と同様の

情報と認められることから，これを開示しても，諮問庁が説明する上記の

おそれがあることは認められない。 

したがって，件名は，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，

開示すべきである。 

また，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，これを開示

しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，

法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（１６）文書１７の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８２７のメール文書に記載されたメール送信者

の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，担当者の手書き

メモ及びＰ８２９ないしＰ８３１の人事院からの照会事項の一部に記録さ

れた保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

標記の不開示部分のうちＰ８２７のメール送信者の情報，宛先，件名，

メール本文，添付ファイルの名称及び担当者の手書きメモについて検討す

ると，当該不開示部分は，関係機関の職員から特定地方法務局の職員宛て

に連絡したメール文書等であり，当該メールの宛先には特定地方法務局の

職員が含まれており，また，関係機関等との具体的な調整内容が含まれて

いることから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，

不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすること
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ができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうち，Ｐ８２９ないしＰ８３１の人事院から

の照会事項の一部について検討すると，当該不開示部分の内容は，文書１

０のＰ６２９ないしＰ６３１の不開示部分と同内容であることから，上記

（９）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに

該当し，同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当で

ある。 

（１７）文書１８の不開示部分について 

標記の不開示部分は，下書きメール文書に記載された送信者の情報，宛

先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録された保有個

人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（メール本文に記載されているメー

ルソフトの情報及びＵＲＬを除く。）は，特定地方法務局の職員から関係

機関の職員宛てに連絡した下書きメール文書であり，当該メールの宛先に

は関係機関等の職員が含まれており，また，関係機関との具体的な調整内

容が含まれていることから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，

担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討

等をすることができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，こ

れを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（１８）文書１９の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，電話聴取り書の開示請求者以外の者から聴取した
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情報（被聴取者，聴取者，件名を含む。）であると認められる（なお，別

表１の文書１９の部分では，聴取場所も不開示部分に含まれているが，諮

問書に添付された開示実施保有個人情報の写しにおいては，聴取場所は開

示されているので，この点については判断しない。）。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分には，関係者への事情聴取について

の被聴取者の氏名等が具体的に記載されており，これが開示されると，今

後同様の案件の際に，被聴取者が申立人との関係への影響を憂慮して聴取

に応じることを拒否するおそれや，担当職員が不当な働き掛けを受けるお

それがあることは否定できず，意思決定の中立性が担保できなくなるおそ

れ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の上記の諮問庁の

説明は，否定し難い。 

      したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（１９）文書２０の不開示部分について 

標記の不開示部分は，下書きメール文書に記載された送信者の情報，宛

先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録された保有個

人情報である。 

   当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（メール本文に記載されているメ

ールソフトの情報及びＵＲＬを除く。）は，特定地方法務局の職員から関

係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該メールの宛先には関

係機関等の職員が含まれており，また，関係機関との具体的な調整内容が

含まれていることから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当

職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等を

することができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，こ

れを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示
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部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２０）文書２１の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載された送信者の情報，宛先，件

名，メール本文，添付ファイルの名称及び人事事務処理についての協議・

検討内容に関する情報並びに担当者の手書きメモに記録された保有個人情

報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分は，関係機関の職員から特定地方法

務局の職員宛てに連絡したメール文書等であり，また，関係機関との具体

的な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今後同様の案

件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な

協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保できなくなる

など事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，

否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２１）文書２２の不開示部分について 

標記の不開示部分は，下書きメール文書に記載された送信者の情報，宛

先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲＬに記録された保有個

人情報であると認められる。 

   当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（メール本文に記載されているメー

ルソフトの情報及びＵＲＬを除く。）は，特定地方法務局の職員から関係

機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該メールの宛先には関係

機関の職員が含まれており，また，関係機関との具体的な調整内容が含ま

れていることから，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員

が，不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をする

ことができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 



 35 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，こ

れを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２２）文書２３の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８３８の決裁（●給与の決定に関する審査の申

立て事案に係る事実調査について）の伺い文の一部，Ｐ８３９及びＰ８４

０の各「給与の決定に関する審査の申立事案に係る事実調査について（通

知）」の一部，Ｐ８４２の担当者メモの全部に記録された保有個人情報で

あると認められる。 

ア Ｐ８３８の決裁の伺い文の一部について 

  当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，これを開示す

ると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受ける

ことを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中

立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

イ Ｐ８３９及びＰ８４０の各「給与の決定に関する審査の申立事案に係

る事実調査について（通知）」の一部並びにＰ８４２の担当者メモの全

部について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

当該不開示部分が開示されることになれば，関係者及び担当者が不当

な働き掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難

等を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，

率直な調査，意見聴取等を行うことができず，ひいては，恣意的な結論

に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 
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これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，これを開示す

ると，審査請求人以外の関係者のうち誰が事実調査の対象となったかな

どが明らかになり，当該関係者等が不当な働き掛けを受けるおそれがあ

ることは否定できないことから，今後の同種事案において，率直な調査，

意見聴取等を行うことが困難になり，意思決定の中立性が担保できなく

なるおそれがあるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨

の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２３）文書２４の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，Ｐ８４６のメール文書に記載されたメール送信

者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並

びに担当者の手書きメモ，Ｐ８４７及びＰ８４８の各「給与の決定に関

する審査の申立事案に係る事実調査について（通知）」の一部，Ｐ８４

９ないしＰ８５２の電話・口頭聴取り書の一部に記録された保有個人情

報であると認められる。 

ア Ｐ８４６のメール文書に記載されたメール送信者の情報，宛先，件名，

メール本文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並びに担当者の手書きメモ

について 

  当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当

該メールの宛先には関係機関等の職員が含まれており，また，関係機関

との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今

後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担

保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の

諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開

示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬ

の情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

  イ Ｐ８４７及びＰ８４８の各「給与の決定に関する審査の申立事案に係
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る事実調査について（通知）」の一部について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

当該不開示部分が開示されることになれば，担当者が不当な働き掛け

を受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等を受ける

ことによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，率直な調

査，意見聴取等を行うことができず，ひいては，恣意的な結論に至るな

どして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，これを開示す

ると，審査請求人以外の関係者のうち誰が事実調査の対象となったかな

どが明らかになることから，今後同様の案件の際に，被聴取者が申立人

との関係への影響を憂慮して聴取に応じることを拒否するおそれや，担

当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあることは否定できず，意思

決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

  ウ Ｐ８４９ないしＰ８５２の電話・口頭聴取り書の一部について 

当該不開示部分には，関係者に対する事情聴取についての被聴取者の

氏名や聴取内容等が具体的に記載されていることから，これが開示され

ると，今後同様の案件の際に，被聴取者が申立人との関係への影響を憂

慮して聴取に応じることを拒否するおそれや，担当職員が不当な働き掛

けを受けるおそれがあることは否定できず，意思決定の中立性が担保で

きなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨

の上記第３の３（２）イの諮問庁の説明は，不自然，不合理な点がある

とはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

       したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２４）文書２５の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載された１行目の情報，メール

送信者の情報，宛先，メール本文及びＵＲＬに記録された保有個人情報

であると認められる（なお，別表１の文書２５の部分では，件名も不開

示部分に含まれているが，諮問書に添付された開示実施保有個人情報の

写しにおいては，件名は開示されているので，この点については判断し

ない。）。 

ア 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（１行目の情報，メール



 38 

本文に記載されているメールソフトの情報及びＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おお

むね以下のとおり説明する。 

当該メール文書は，人事院の面談に関する特定地方法務局内部におけ

る文書であるが，開示されることは想定されておらず，これが開示され

ることになれば，申立人との関係への影響を憂慮して率直な意見を表す

こと，事実関係を申述し，率直な所感を述べることをちゅうちょする等

の事態が起こるおそれがあり，ひいては，国の事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，上記の諮問庁

の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる

事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，１行目の不開示の情報は，原処分で開示されている件

名と同様の情報であると認められることから，これを開示しても，国の

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関し

て公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められ

ず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきであ

る。 

また，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，これを開

示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められ

ず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきであ

る。 

  イ ＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

    そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２５）文書２６の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ８６７の電話聴取り書の一部及び担当者の手書

きメモ，Ｐ８６８の「給与の決定に関する審査の申立事案に係る照会につ

いて（回報）」の一部，Ｐ８６９の回答書目録の一部に記録された保有個

人情報であると認められる。 

  ア Ｐ８６７の電話聴取り書の一部及び担当者の手書きメモについて 

標記不開示部分には，特定地方法務局の職員と関係機関の職員との間

の電話によるやり取りの内容等に関する情報及び当該情報の取扱いに関

する事項が具体的に記録されていることが認められる。 
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当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分には，特定地方法務局と関係機関

との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示すると，今

後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担

保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の

諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

イ Ｐ８６８の「給与の決定に関する審査の申立事案に係る照会について

（回報）」の一部について 

  標記不開示部分の内容は，文書５のＰ１０７の不開示部分と同様であ

るものと認められる。したがって，当該不開示部分は，上記（５）エと

同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて判断

するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

ウ Ｐ８６９の回答書目録の一部について 

    標記不開示部分の内容は，文書５のＰ１０８の不開示部分と同様であ

るものと認められる。したがって，上記（５）イと同様の理由により，

当該不開示部分のうち，日付等の情報を除いた部分は，法１４条７号柱

書きに該当し，同条２号及び７号ニについて判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当であるが，日付等の情報の部分は，同条２号並びに

７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２６）文書２７の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ８８８の決裁の伺い文の一部，Ｐ８８８の内

線番号，Ｐ８８９及びＰ８９０の各「給与の決定に関する審査の申立事

案に係る事実調査について（通知）」の一部であると認められる。 

  ア Ｐ８８８の決裁の伺い文の一部 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，諮問庁の上記

説明は，否定することまではできない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開

示としたことは妥当である。 

  イ Ｐ８８８の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた
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ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る内線番号であり，

また，本件対象保有個人情報の別の部分で開示されていことから，これ

を開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国の機関が必要と

する際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，国の機関が行う

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報とは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，開

示すべきである。 

ウ Ｐ８８９及びＰ８９０の各「給与の決定に関する審査の申立事案に係

る事実調査について（通知）」の一部について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

当該不開示部分が開示されることになれば，関係者や担当者が不当な

働き掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等

を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，

率直な調査，意見聴取等を行うことができず，ひいては，恣意的な結論

に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，これを開示す

ると，審査請求人以外の関係者のうち誰が事実調査の対象となったかな

どが明らかになることから，今後同様の案件の際に，被聴取者が申立人

との関係への影響を憂慮して聴取に応じることを拒否するおそれや，担

当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあることは否定できず，意思

決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２７）文書２８の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛

先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，担当者の手書きメモ及びＵ

ＲＬの他，添付ファイルの内容の一部に記録された保有個人情報であると

認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 

当該不開示部分は，特定地方法務局においての関係機関との連絡・調整
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等に関する情報であり，検討や調査の過程で連絡調整を行っている職員の

所属・氏名，具体的な調整内容が記載されており，これが開示されること

になれば，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受けるおそ

れがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，

その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるように

意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をすることができず，ひ

いては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくな

るおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。また，添付

ファイルの内容は報告文書であるが，開示されることは想定されておらず，

これが開示されることになれば，今後の同種事案において，申立人との関

係への影響を憂慮して率直な意見を表すこと，事実関係を申述し，率直な

所感を述べることをちゅうちょする又は報告をしない事態が起こるおそれ

があり，ひいては，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，標記の不開示部分（メール本文に記載されているメ

ールソフトの情報及びＵＲＬを除く。）は，関係機関等の職員から特定地

方法務局の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該不開示部分の内容

に照らせば，添付ファイルの内容部分を含めて，これを開示すると，今後

の同種事案において，申立人との関係への影響を憂慮して率直な意見を表

すこと，事実関係を申述し，率直な所感を述べることをちゅうちょするな

どのおそれがあり，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮

問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，メール本文に記載されているメールソフトの情報は，こ

れを開示しても，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認め

られず，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきで

ある。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（２８）文書２９の不開示部分について 

ア 標記の不開示部分は，Ｐ８９６の内線番号，Ｐ８９９の担当者の手

書きメモ，Ｐ９０２ないしＰ９０４の局長，次長の氏名及び新旧職名

の表，Ｐ９０５の「給与の決定に関する審査の申立て事案に係る照会

について（回報）」の一部，Ｐ９０６の回答書目録の一部並びにＰ９

３７の電話聴取り書の一部及び担当者の手書きメモであると認められ
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る。 

   イ Ｐ８９６の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させ

たところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号で

あるが，この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのこと

であった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る情報であるこ

とから，これを開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，

国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来す

など，国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，

開示すべきである。 

   ウ Ｐ８９９の担当者の手書きメモについて 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

当該不開示部分は，特定地方法務局における関係機関との調整内容

に関する情報であり，これが開示されることになれば，担当職員は，

申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，その後の

業務運営が困難になることをおそれ，率直な協議，検討等をするこ

とができず，ひいては，意思決定の中立性が担保できなくなるおそ

れ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある 

そこで検討すると，標記の不開示部分の内容に照らせば，上記の諮

問庁の説明が，不自然，不合理であるとまではいえず，これを覆す

に足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニついて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

エ Ｐ９０２ないしＰ９０４の局長，次長の氏名及び新旧職名の表につ

いて 

 標記の不開示部分は，特定地方法務局の歴代の局長及び次長の氏

名及び新旧職名の表であることから，これを開示しても，国の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び人事管理に関する事務に関

し，公正かつ円滑な事務の確保に支障を及ぼすおそれがあるとまで

は認められないことから，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

   オ Ｐ９０５の「給与の決定に関する審査の申立て事案に係る照会につ

いて（回報）」の一部について 
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標記の不開示部分の内容は，文書５のＰ１０７の不開示部分と同様

であるものと認められる。したがって，当該不開示部分は，上記

（５）エと同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

カ Ｐ９０６の回答書目録の一部について 

     標記不開示部分の内容は，文書５のＰ１０８の不開示部分と同様で

あるものと認められる。したがって，上記（５）イと同様の理由に

より，当該不開示部分のうち，日付等の情報を除いた部分は，法１

４条７号柱書きに該当し，同条２号及び７号ニについて判断するま

でもなく，不開示としたことは妥当であるが，日付等の情報の部分

は，同条２号並びに７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示

すべきである。 

キ Ｐ９３７の電話聴取り書の一部及び担当者の手書きメモについて 

標記不開示部分には，被聴取者，聴取者，聴取場所，件名及び聴取

した内容に関する情報並びに当該情報の取扱いに関する事項が具体

的に記載されていることが認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分は，特定地方法務局の職員と関

係機関の職員の間の電話でやり取りした内容に関する記録であり，

関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開

示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等

を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，

意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（２９）文書３０の不開示部分について 

  ア 標記の不開示部分は，Ｐ９３８の内線番号並びにＰ９６２及びＰ９

６３の担当者メモ等に記録された保有個人情報であると認められる。 

イ Ｐ９３８の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させ

たところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号で

あるが，この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのこと

であった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る内線番号であ

ることから，これを開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げら
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れ，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を

来すなど，国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

が新たに生じるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，

開示すべきである。 

  ウ Ｐ９６２及びＰ９６３の担当者メモ等について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分は，特定地方法務局の職員か

ら関係機関の職員宛てのメモ等であり，当該メモ等には関係機関と

の具体的な調整内容等が含まれていることから，これを開示すると，

今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受けるこ

とを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の

中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３０）文書３１の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，電話聴取書の聴取内容，相手方欄（被聴取者の情

報（電話番号を含む。）），当方欄の一部（聴取者の情報），場所欄，件

名欄に記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 

特定地方法務局においての関係機関との連絡・調整等に関する情報であ

り，検討や調査の過程で連絡調整を行っている職員の所属・氏名，具体的

な調整内容が記載されており，これが開示されることになれば，今後同様

の案件の際に，担当職員が不当な働き掛けを受けるおそれがあるほか，申

立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運営

が困難になることをおそれ，申立人に有利になるように意見を付す事態も

想定され，率直な協議，検討等をすることができず，ひいては，恣意的な

結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれなど事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

また，被聴取者の電話番号部分についてはホームページ等で対外的に公

表されていない情報であり，この番号は，職員，関係機関担当者等との間

での連絡に用いられるものであり，開示することになれば，外部の者がこ

れらをみだりに利用することにより，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，
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国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分（電話番号部分を除く。）の内容に

照らせば，この諮問庁の説明は，不自然，不合理な点があるとはいえず，

これを覆すに足りる事情も認められず，また，当該電話番号については，

対外的に公表されておらず，これを開示すると，国の機関が必要とする際

の緊急の連絡等に支障を来すなど，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある旨の諮問庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３１）文書３２の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ１０７４及びＰ１０７５の電話聴取書の件名の

一部，先方欄の一部（被聴取者の情報），当方欄の一部（聴取者の情報），

聴取内容，Ｐ１０７６及びＰ１０７７の電話聴取書の聴取内容，相手方欄

（被聴取者の情報），当方欄（聴取者の情報），場所欄，件名欄に記録さ

れた保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，上記諮問庁の説

明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事情も

認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３２）文書３３の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ１０７８のメール文書に記載されたメール送信

者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並び

に担当者の手書きメモに記録された保有個人情報であると認められる。 

   当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，

上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書及びこれに付

記された手書きメモであり，当該メールの宛先には関係機関の職員が含ま

れており，また，関係機関との具体的な調整内容等が含まれていることか

ら，これを開示すると，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き

掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，

意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼ
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すおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（３３）文書３４の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ１０８４の電話聴取書の聴取内容，相手方欄

（被聴取者の情報），当方欄（聴取者の情報），場所欄及び件名欄並びに

Ｐ１０８５の担当者メモに記録された保有個人情報であると認められる。 

ア 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，上記諮問

庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足り

る事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３４）文書３６の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，電話聴取書の聴取内容，相手方欄（被聴取者の

情報），当方欄（聴取者の情報），場所欄，件名欄であると認められる。 
 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 
当該不開示部分には，特定地方法務局における関係者への事情聴取に

係る事項が具体的に記載されており，これが開示されることになれば，

担当者が不当な働き掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，

苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運営が困難になるこ

とをおそれ，率直な調査，意見聴取等を行うことができず，ひいては，

恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくなるおそ

れ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 
これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，この諮問庁の

説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事

情も認められない。 
したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 
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（３５）文書３７の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，電話・口頭聴取書の聴取内容，相手方欄（被聴

取者の情報），担当者欄（聴取者の情報），場所欄及び件名欄並びに，

担当者メモに記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

    これを検討すると，当該不開示部分の内容は，俸給の修正に伴う年末

調整についての国税局への問合せ（一般的な税務相談）及びその対応作

業等に関するものであり，その内容に照らせば，これを開示しても，今

後同様の案件において，諮問庁の説明する意思決定の中立性が担保でき

なくなるなどの事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

（３６）文書３８の不開示部分について 

標記の不開示部分は，電話聴取書の聴取内容，相手方欄（被聴取者の

情報），当方欄（聴取者の情報），場所欄，件名欄に記録された保有個

人情報である。 
    当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 
これを検討すると，当該不開示部分の内容に照らせば，この諮問庁の

説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事

情も認められない。 
したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 
（３７）文書３９の不開示部分について 

標記の不開示部分は，電話聴取り書の聴取内容（電話番号を含む。），

相手方欄（被聴取者の情報（電話番号を含む。）），担当者欄（聴取者

の情報），場所欄，件名欄に記録された保有個人情報であると認められ

る。 
 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，上記（１）アと同様の

内容に加え，相手方欄中の電話番号及び聴取内容中の電話番号について

は，ホームページ等で対外的に公表されていない情報であり，これらの

番号，アドレスは，職員，関係機関担当者等との間での連絡に用いられ

るものであり，開示することになれば，外部の者がこれらをみだりに利
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用することにより，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国の機関が必

要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨補足して説明する。 
これを検討すると，当該不開示部分（電話番号を除く。）の内容に照

らせば，これを開示しても，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当

な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすることが

できず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められない。 
したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 
標記の電話番号については，ホームページ等で対外的に公表されてい

ない情報であることから，これを開示すると，国の機関が必要とする際

の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあると認められる。 
したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 
（３８）文書４０の不開示部分について 

標記の不開示部分は，電話聴取り書の聴取内容，相手方欄（被聴取者

の情報），担当者欄（聴取者の情報），場所欄，件名欄に記録された保

有個人情報であると認められる。 
    当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 
これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，この諮問

庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足り

る事情も認められない。 
したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（３９）文書４２の不開示部分について 

    標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記録されていると認められる。 

    そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４０）文書４５の不開示部分について 

    標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記録されていると認められる。 

    そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 
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（４１）文書４６の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，Ｐ１１の内線番号であると認められる。 

    当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

（４２）文書４７の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，Ｐ２１の決裁の伺い文欄及び担当者の手書きメ

モ，Ｐ２１の内線番号，Ｐ４７，Ｐ４８，Ｐ１０２，Ｐ１０３，Ｐ１０

９及びＰ１１０のＵＲＬ，Ｐ５３ないしＰ５７の全部，Ｐ５８ないしＰ

７０の全部並びにＰ１１０のメール文書の全部に記録された保有個人情

報であると認められる。 

   ア Ｐ２１の決裁の伺い文欄及び担当者の手書きメモについて 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

     当該不開示部分は，特定地方法務局における苦情処理申出に関する

検討・調査過程に関する情報であり，具体的な調査方針が記載され

ているが，これが開示されることになれば，担当職員は，申出人か

ら，反発，苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運営

が困難になることをおそれ，率直な検討，調査等をすることができ

ず，ひいては，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

     これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，上記の

諮問庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆

すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   イ Ｐ４７，Ｐ４８，Ｐ１０２，Ｐ１０３，Ｐ１０９及びＰ１１０のＵ

ＲＬについて 

     標記の不開示部分は，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

     そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

ウ Ｐ５３ないしＰ５７の全部及びＰ５８ないしＰ７０の全部について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 
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当該文書は，評価結果に対する苦情申出に関する決裁の添付書類で

あるが，内容の性質上，その一部でも開示されれば，被評価者から

反発，苦情，非難等を受けることや，被評価者と評価者との間の信

頼関係が失われること等によってその後の業務運営が困難になるこ

とを恐れ，評価者において，率直かつ詳細な記載を避け，当たり障

りのない記載をする事態も想定され，その結果，正確かつ詳細な人

事情報の把握ができず，適切な人事評価を行うことができなくなり，

公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

  これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，この諮

問庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに

足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，同号柱

書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

   エ Ｐ１１０のメール文書（ＵＲＬを除く。）の全部について 

     標記の不開示部分は，メール文書のメール送信者の情報，宛先，日

付，件名，メール本文，添付ファイルの名称に記録された保有個人

情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記

（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分は，特定地方法務局の職員か

ら部内の関係職員宛てに連絡したメール文書であり，関係職員に対

する具体的な報告内容等が含まれていることから，これを開示する

と，今後同様の案件の際に，担当職員が，不当な働き掛け等を受け

ることを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決

定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（４３）文書４８の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ１１１及びＰ１１２のＵＲＬに記録された

保有個人情報であり，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４４）文書４９の不開示部分について 

     標記の不開示部分は，Ｐ１９９，２０２及びＰ２０３のＵＲＬに記

録された保有個人情報であり，特定地方法務局に設置されている専
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用端末に関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４５）文書５０の不開示部分について 

標記の不開示部分は，電話録取書の聴取内容，相手方欄（被聴取者

の情報），当方欄（聴取者の情報）及び件名欄に記録された保有個

人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

特定地方法務局における関係者への事情聴取に係る聴取者の氏名及

び聴取内容等が具体的に記載されており，これが開示されることに

なれば，今後同様の案件の際に，被聴取者が申立人との関係への影

響を憂慮して聴取に応じることを拒否するおそれや，担当職員が不

当な働き掛けを受けるおそれがあることは否定できず，意思決定の

中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分の記載内容に照らせば，上記の

諮問庁の説明に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆

すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同

号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（４６）文書５１の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ２０６の決裁文書の内線番号及び担当者のメ

モ，Ｐ２０８ないしＰ２１５の「第３ 苦情申出に対する当職意見」欄

及び「第４ その他参考事項」欄，Ｐ２１５「第５ 提出書類」の

（５）の欄，Ｐ２４３，Ｐ２４４及びＰ３３４のＵＲＬ，Ｐ３３９及び

Ｐ３４０の全部，Ｐ３４１ないしＰ３４４の人事評価記録書の一部であ

ると認められる。 

   ア Ｐ２０６の決裁文書の内線番号について 

     当該内線番号について当事務局職員をして諮問庁に確認させたとこ

ろ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，

法１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

   イ Ｐ２０６の担当者のメモについて 

     当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の
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とおり説明する。 

 特定地方法務局においての検討過程等に関する情報であり，具体

的な検討内容が記載されているが，これが開示されることになれば，

担当職員は，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによっ

て，その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利に

なるように意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をする

ことができず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の

中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがある旨説明する。 

これを検討すると，標記の不開示部分には，当該決裁内容について

の具体的な調整内容が含まれていることから，その記載内容に照ら

せば，これを開示すると，今後の同種事案において，率直な協議，

検討等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至るなどし

て意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，標記の不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

同号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは，妥当で

ある。 

   ウ Ｐ２０８ないしＰ２１５の「第３ 苦情申出に対する当職意見」欄

及び「第４ その他参考事項」欄について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性に

ついて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

当該不開示部分は，苦情処理に係る職員間の対応方針等の協議・検

討内容に関する情報であり，当該情報が開示されることになれば，

今後苦情処理に関する職員は，申立人から，反発，苦情，非難等を

受けることによって，その後業務運営が困難になることをおそれ，

申立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，その結果，

率直な協議，検討等をすることができず，恣意的な結論に至るなど

して意思決定の中立性が担保できなくなるおそれがあり，国の事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分は，審査請求人の苦情申出に対

する特定地方法務局長の意見等であることから，この諮問庁の説明

に，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを否定することは

できない。 

したがって当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく不開示としたことは妥当である。 

エ Ｐ２１５の「第５ 提出書類」の（５）について 
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     標記の不開示部分は，文書５のＰ３２０及びＰ４７０の「第５ 提

出書類」の（５）の不開示部分と同様の内容であることから，上記

（５）カと同様の理由により，法１４条７号柱書き及びニのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 

オ Ｐ２４３，Ｐ２４４及びＰ３３４のＵＲＬについて 

     標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末

に関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，標記の不開示部分は，上記（１）イと同様の理由によ

り，１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

   カ Ｐ３３９及びＰ３４０の全部について 

標記の不開示部分は，Ｐ３３９及びＰ３４０の文書全部であるとこ

ろ，当該文書は，文書５のＰ４４４及びＰ４４５の電話録取書と同

様のものであると認められる。 

そうすると，文書５のＰ４４４及びＰ４４５の電話録取書に記載さ

れた不開示部分については，上記（５）イと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当し，同号ニについて判断するまでもなく，

不開示としたことは妥当である。 

しかしながら，その余の不開示部分（相手方，当方，件名及び電話

の内容部分を除いた部分）については，文書５のＰ４４４及びＰ４

４５の電話録取書で開示されていることから，これを開示しても，

国の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれや人事管理に係る事務

に関して公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると

は認められないから，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 

   キ Ｐ３４１ないしＰ３４４の人事評価記録書の不開示部分について 

     標記の不開示部分（下記で検討する部分を除く。）は，上記（５）

シと同様の理由により，法１４条７号ニの不開示情報に該当し，不

開示としたことは妥当である。 

しかしながら，標記の不開示部分のうち評価項目１＜倫理＞の評価

者の評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評語，評価項目４＜説

明＞の評価者の評語，評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語は，

本件対象保有個人情報の他の部分で開示されており，審査請求人が

知り得る情報であることから，評価項目１，３，４，５の評語は，

これを開示しても，人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人

事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当せず，開示

すべきである。 

（４７）文書５２の不開示部分について 
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   標記の不開示部分は，メール文書及びメールに記載された内容に関する

文書（添付文書）の一部並びにそれらの文書に関する処理方針案を記載し

た担当者の手書きメモの全部に記録された保有個人情報であり，当該メー

ル文書には，メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文及びＵＲＬ等

が記載され，担当者の手書きメモが付記されていると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむ

ね以下のとおり説明する。 

Ｐ３４５ないしＰ４１４の文書は，特定地方法務局と関係機関との間に

おける連絡・調整等の内容を具体的かつ詳細に記載したもので，作成用途

に照らして，全体で一つの行政文書であるところ，標記の不開示部分が一

部でも開示されることになれば，今後同様の案件の際に，担当職員が不当

な働き掛けを受けるおそれがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等

を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，申

立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等

をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の

中立性が担保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局と関係機関との間における連絡・調整等の内容を具体的かつ詳細に

記載したものであると認められ，関係職員の氏名や官職等も含まれている

ことからすると，これを開示すれば，今後同様の案件の際に，担当職員が，

不当な働き掛け等を受けることを恐れて，率直な協議，検討等をすること

ができず，意思決定の中立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４８）文書５３の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，メール文書及びメールに記載された内容に関する

文書（添付文書）の一部並びにそれらの文書に関する事項を記載した担当

者の手書きメモの全部に記録された保有個人情報であり，当該メール文書

には，メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文及びＵＲＬ等が記載

され，担当者の手書きメモが付記されていると認められる。 
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 当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむ

ね以下のとおり説明する。 

標記の不開示部分は，特定地方法務局においての関係機関との連絡・調

整等に関する情報であり，検討や調査の過程で連絡調整を行っている職員

の所属・氏名，具体的な調整内容が記載されており，これが開示されるこ

とになれば，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受けるお

それがあるほか，申立人から，反発，苦情，非難等を受けることによって，

その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利になるように

意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をすることができず，ひ

いては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担保できなくな

るおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，上記の諮問庁の説明は，当該不開示部分の記載内容

に照らせば，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる

事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（４９）文書５４の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，メール文書及びメールに記載された内容に関する

文書（添付文書）の一部並びにそれらの文書に関する処理方針案等を記載

した担当者の手書きメモの全部に記録された保有個人情報であり，当該メ

ール文書には，メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文及びＵＲＬ

等が記載され，担当者の手書きメモが付記されていると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，

上記（４８）と同様であった。 

これを検討すると，上記の諮問庁の説明は，当該不開示部分の記載内容

に照らせば，不自然，不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる

事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情
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報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５０）文書５５の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，メール文書中のＵＲＬ及び付記された担当者の手

書きメモに記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして，標記の不開示部分のうち，担当者の手書き

メモ部分の不開示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮

問庁は，おおむね以下のとおり説明する。 

標記の不開示部分は，特定地方法務局における苦情処理申出に関する検

討・調査過程に関する情報であり，具体的な調査方針が記載されているが，

これが開示されることになれば，担当職員は，申出人から，反発，苦情，

非難等を受けることによって，その後の業務運営が困難になることをおそ

れ，率直な検討，調査等をすることができず，ひいては，事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分は，申出人（審査請求人）からの問

合せを受けた対応に関するもので，担当職員と申出人（審査請求人）の間

の電話連絡に関する担当職員の所見が含まれており，これを開示すると，

担当職員が，審査請求人から，反発，苦情，非難等を受け，その結果，今

後の同種事案において，率直な検討，調査等をすることができず，事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定するこ

とまではできない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５１）文書５６の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ４７２の内線番号，Ｐ４７７の「３ 苦情処理

申出に対する審理結果」欄の全部，Ｐ４７８のメール文書に記載されたメ

ール送信者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称，ＵＲ

Ｌに記録された保有個人情報であると認められる。 

  ア Ｐ４７２の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 
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そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

  イ Ｐ４７７の「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄の全部について 

    標記の不開示部分は，文書３のＰ９４の不開示部分のうち，Ｐ４７７

で開示されている項目名を除いた部分と同様であることから，上記

（３）イ（イ）と同様の理由により，当該不開示部分は，法１４条７号

柱書き及びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

  ウ メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛先，件名，メール本

文，添付ファイルの名称及びＵＲＬについて 

    当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，関係機

関の職員から特定地方法務局の職員宛てに連絡したメール文書であり，

当該メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，

また，関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを

開示すると，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受ける

ことを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中

立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開

示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開

示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬ

の情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５２）文書５７の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛

先，件名，メール本文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並びに添付ファイ

ルの内容に記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，関係機関

の職員から特定地方法務局の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該

メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，また，

関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示する
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と，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受けることを恐れ

て，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保で

きなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁

の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示

としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５３）文書５８の不開示部分について 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関

するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５４）文書５９の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ４８４及びＰ４８６のメール文書に記載された

メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称及び

ＵＲＬに記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，

上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分であるメール文書は，特定地方法

務局の職員から審査請求人以外の苦情申出に係る関係職員宛てに送付した

苦情処理結果通知書を送付した際のメール文書であり，当該メールの添付

文書である関係職員宛ての苦情処理結果通知書は宛名も含め全部開示され

ていると認められる。 

そして，苦情を申し出た審査請求人本人に対しても，上記の関係職員宛

てと同様のメール文書が送付されていると認められる。 

そうすると，不開示となっている関係者宛てに送付されたメール文書の

内容（当該メール文書の宛名を含む。）は，審査請求人に容易に推測でき

る情報であると認められることから，当該不開示部分を開示しても，事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ又は人事管理に係る事務に関して公正

かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとは，認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示
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部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５５）文書６０の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ４８７及びＰ４８９のメール文書に記載された

メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文，添付ファイルの名称及び

ＵＲＬに記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，

上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分であるメール文書は，特定地方法

務局の職員から審査請求人以外の苦情申出に係る関係職員宛てに送付した

苦情処理結果通知書を送付した際のメール文書であり，当該メールの添付

文書である当該関係職員宛ての苦情処理結果通知書は宛名も含め全部開示

されていると認められる。 

そして，苦情を申し出た審査請求人本人に対しても，上記の関係職員宛

てと同様のメール文書が送付されていると認められる。そうすると，上記

（５４）と同様の理由により，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及

びニのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５６）文書６１の不開示部分について 

   標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関

するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５７）文書６２の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ４９２及びＰ４９３のメール文書に記載された

メール送信者の情報，宛先，件名，メール本文及びＵＲＬに記録された保

有個人情報であると認められる。なお，当審査会において本件開示実施保

有個人情報を確認したところ，当該メール文書に記録された添付ファイル

の名称がマスキング処理により不開示部分として取り扱われていると認め

られるが，原処分に係る開示決定通知書の「２ 不開示とした部分とその

理由」に当該部分に係る記載はなく，当該部分は原処分においては不開示
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とされていないものと認めるほかないことから，当該部分の不開示情報該

当性については判断しない。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該

メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，また，

関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示する

と，今後同様の案件の際に，担当職員が不当な働き掛けを受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保

できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問

庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５８）文書６３の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛

先，件名，メール本文及びＵＲＬであると認められる。なお，当審査会に

おいて本件開示実施保有個人情報を確認したところ，当該メール文書に記

録された添付ファイルの名称がマスキング処理により不開示部分として取

り扱われていると認められるが，原処分に係る開示決定通知書の「２ 不

開示とした部分とその理由」に当該部分に係る記載はなく，当該部分は原

処分においては不開示とされていないものと認めるほかないことから，当

該部分の不開示情報該当性については判断しない。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，関係機関

の職員から特定地方法務局の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該

メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，また，

関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示する

と，今後同様の案件の際に，担当職員が不当な働き掛けを受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保
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できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問

庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（５９）文書６４の不開示部分について 

標記の不開示部分は，メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛

先，件名，メール本文及びＵＲＬであると認められる。なお，当審査会に

おいて本件開示実施保有個人情報を確認したところ，当該メール文書に記

録された添付ファイルの名称がマスキング処理により不開示部分として取

り扱われていると認められるが，原処分に係る開示決定通知書の「２ 不

開示とした部分とその理由」に当該部分に係る記載はなく，当該部分は原

処分においては不開示とされていないものと認めるほかないことから，当

該部分の不開示情報該当性については判断しない。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）の不開

示情報該当性について更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，

上記（１）アと同様であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方

法務局の職員から関係機関の職員宛てに連絡したメール文書であり，当該

メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，また，

関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを開示する

と，今後同様の案件の際に，担当職員が不当な働き掛けを受けることを恐

れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中立性が担保

できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問

庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号ニ

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６０）文書６５の不開示部分について 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関
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するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６１）文書６６の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ５０２の内線番号，Ｐ５０４及びＰ５０６の東

京法務局苦情処理委員会の審理結果並びにＰ５０８のＵＲＬに記録された

保有個人情報であると認められる。 

  ア Ｐ５０２の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

  イ Ｐ５０４及びＰ５０６の東京法務局苦情処理委員会の審理結果につい

て 

    標記の不開示部分には，文書３のＰ９４の不開示部分と同旨の情報が

記載されていると認められることから，上記（３）イ（イ）と同様の理

由により，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びニのいずれにも

該当せず，開示すべきである。 

ウ Ｐ５０８のＵＲＬについて 

標記の不開示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に

関するＵＲＬの情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６２）文書６７の不開示部分について 

    標記の不開示部分は，Ｐ５０９及びＰ５１０のメール文書に記載され

たメール送信者の情報，宛先，件名，メール本文及びＵＲＬ並びに処理

に関する担当者の手書きメモに記録された保有個人情報であると認めら

れる。なお，当審査会において本件開示実施保有個人情報を確認したと

ころ，当該メール文書に記録された添付ファイルの名称がマスキング処

理により不開示部分として取り扱われていると認められるが，原処分に

係る開示決定通知書の「２ 不開示とした部分とその理由」に当該部分

に係る記載はなく，当該部分は原処分においては不開示とされていない

ものと認めるほかないことから，当該部分の不開示情報該当性について

は判断しない。 

    当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと

同様であった。 
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これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，関係機

関の職員から特定地方法務局の職員宛てに連絡したメール文書等であり，

当該メールの送信者や宛先には関係職員の氏名や官職も含まれており，

また，関係機関との具体的な調整内容が含まれていることから，これを

開示すると，今後同様の案件の際に担当職員が不当な働き掛けを受ける

ことを恐れて，率直な協議，検討等をすることができず，意思決定の中

立性が担保できなくなるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある旨の諮問庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同号

ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開

示部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬ

の情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，

法１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６３）文書６８の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ５１６の内線番号，決裁文書の件名，伺い文及

びＰ５１７ないしＰ５８８の添付文書等に記録された保有個人情報である

と認められる。 

  ア Ｐ５１６の内線番号について 

    当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，上記（５）サと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

  イ Ｐ５１６の決裁文書の件名，伺い文及びＰ５１７ないしＰ５８８の添

付文書等について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 

当該不開示部分は，特定地方法務局においての関係機関との連絡・調

整等に関する情報及び特定地方法務局における人事管理に関する情報で

あることから，これが開示されることになれば，今後同様の案件の際に

担当職員が不当な働き掛けを受けるおそれあるほか，申立人から，反発，

苦情，非難等を受けることによって，その後の業務運営が困難になるこ

とをおそれ，申立人に有利になるように意見を付す事態も想定され，率

直な協議，検討等をすることができず，ひいては，恣意的な結論に至る

などして意思決定の中立性が担保できなくなるおそれ，事務の適正な遂
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行に支障を及ぼすおそれ及び人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分は，特定地方法務局の関係機関と

の人事管理に関する情報を含む連絡・調整等に関するものであると認め

られ，当該決裁文書及び添付文書の内容に照らせば，これを開示すると，

担当職員が不当な働き掛けを受け，人事管理に係る事務に関し，公正か

つ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが生じることは否定できない。 

したがって，当該不開示部分は，これを開示すると，法１４条７号ニ

に該当し，同号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたこと

は妥当である。 

（６４）文書６９の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ５８９ないし５９０，Ｐ５９６及びＰ５９７の

メール文書に記載されたメール送信者の情報，宛先，件名，メール本文，

ＵＲＬ及び担当者の手書きのメモ等並びにＰ５９１ないしＰ５９５の人事

管理に関する文書の全部に記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁の説明は，上記（１）アと同様

であった。 

これを検討すると，標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，関係機関

との人事管理に関する情報を含む連絡・調整等に関するものであると認め

られ，当該文書の内容に照らせば，これを開示すると，担当職員が不当な

働き掛けを受け，人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保

に支障を及ぼすおそれが生じることは否定できない。 

したがって，当該不開示部分は，これを開示すると，法１４条７号ニに

該当し，同号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥

当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６５）文書７０の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，平成○年○月○日付けの特定支局長から特定地方

法務局総務課長宛ての「個人メモ厳秘」と記載がある文書の内容部分及び

添付文書の全部に記録された保有個人情報であると認められる。 

   当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 
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   当該不開示部分には，所属長が作成した人事異動に関する報告における

人事異動に係る所属長の所見及びそれを裏付ける資料に関する情報が含ま

れているところ，これらの情報は対象職員に開示されないことを前提とし

ており，開示することとなれば，所属長や人事事務担当者が，対象職員か

ら反発，苦情，非難等を受けることや，対象職員との間の信頼関係が失わ

れることを恐れ，人事異動に関して率直かつ詳細な意見の記載を避けるこ

とも想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の把握ができず，適正

な人事異動を行うことができなくなることにより，人事管理に関する事務

に関し，公正かつ円滑な事務の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

   これを検討すると，「個人メモ厳秘」と記載がある文書の記載内容や添

付文書の記載内容に照らせば，この諮問庁の説明は，不自然，不合理な点

があるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，同号柱書き

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

（６６）文書７２の聴取書の不開示部分について 

標記の不開示部分は，聴取書の件名の一部に記録された保有個人情報で

あると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 

標記の不開示部分は，単なる誤記であるが，当該部分が開示されると，

審査請求人に対し不要な誤解を与え，反発，苦情，非難等を受けるおそれ

があり，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

そこで検討すると，標記の聴取書は，審査請求人（被聴取者）の人事異

動について，審査請求人に聴取した内容が記載されているものであるとこ

ろ，件名部分には，その全部に取消し線が引かれた不動文字の件名及び手

書きの「人事異動について」という件名の双方が記載されており，そのう

ち，標記の不開示部分は，その全部に取消し線が引かれた不動文字の件名

部分に記録された保有個人情報であると認められる。 

そうすると，諮問庁が説明するとおり，当該不開示部分は誤記であると

認められるところ，その記載内容に照らせば，これを開示すると，審査請

求人（被聴取者）に対し，無用な誤解を与え，人事異動について聴取及び

聴取書を作成した担当者が反発，苦情，非難等を受けるおそれがないとは

いえないことから，人事管理に関する事務に関し，事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明は，否定することまではできな

い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２

号及び７号ニについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当であ
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る。 

（６７）文書７３の不開示部分について 

標記の不開示文書は，Ｐ１８のメール文書に記載された件名，メール本

文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並びにＰ１９ないしＰ２２の添付文書

の全部に記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 

標記の不開示部分（ＵＲＬを除く。）は，特定地方法務局における人事

異動計画に関する連絡・調整・打合せに関する情報であり，これを開示す

ることになると，対象職員から反発，苦情，非難等を受けるおそれがあり，

対象職員との間の信頼関係が失われることを恐れ，人事異動に関して適切

な事務処理ができなくなり，ひいては，人事管理に関する事務に関し，公

正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分であるメール本文の内容や添付文書

の記載内容に照らせば，この諮問庁の説明に，不自然，不合理な点がある

とはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

   次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの情

報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６８）文書７４の不開示部分について 

標記の不開示部分は，Ｐ２３のメール文書に記載された件名，メール本

文，添付ファイルの名称及びＵＲＬ並びにＰ２４ないしＰ２７の添付文書

の全部に記録された保有個人情報であると認められる。 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につい

て更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 

メール文書の不開示部分は，特定地方法務局における検討過程等に関す

る情報であり，具体的な検討内容が記載されているが，これが開示される

ことになれば，担当職員は，申立人から，反発，苦情，非難等を受けるこ

とによって，その後の業務運営が困難になることをおそれ，申立人に有利

になるように意見を付す事態も想定され，率直な協議，検討等をすること

ができず，ひいては，恣意的な結論に至るなどして意思決定の中立性が担

保できなくなるおそれ及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 
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添付文書の不開示部分は，所属長が作成した人事異動に関する報告にお

ける人事異動に係る所属長の所見及びそれを裏付ける資料に関する情報が

含まれているところ，これらの情報は対象職員に開示されないことを前提

としており，開示することとなれば，所属長や人事事務担当者が，対象職

員から反発，苦情，非難等を受けることや，対象職員との間の信頼関係が

失われることを恐れ，人事異動に関して率直かつ詳細な意見の記載を避け

ることも想定され，その結果，正確かつ詳細な人事情報の把握ができず，

適正な人事異動を行うことができなくなることにより，人事管理に関する

事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。 

これを検討すると，当該不開示部分（ＵＲＬを除く。）であるメール本

文の内容や添付文書の記載内容に照らせば，この諮問庁の説明に，不自然，

不合理な点があるとはいえず，これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，同号柱書き

について判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 

次に，標記の不開示部分のうちＵＲＬについて検討すると，当該不開示

部分には，特定地方法務局に設置されている専用端末に関するＵＲＬの一

情報が記載されていると認められる。 

そうすると，上記（１）イと同様の理由により，当該不開示部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示としたことは妥当である。 

（６９）文書７５の不開示部分について 

   標記の不開示部分は，Ｐ２８の決裁文書中の内線番号，Ｐ２９ないしＰ

３３の決裁文書の別紙としての人事異動計画に記録された保有個人情報で

あると認められる。 

  ア Ｐ２８の内線番号について 

当該内線番号について当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させた

ところ，対外的に公表されていない特定地方法務局の内線番号であるが，

この内線番号は審査請求人が知り得るものであるとのことであった。 

そうすると，当該内線番号は，審査請求人が知り得る内線番号である

ことから，これを開示しても，職員間の円滑な情報伝達が妨げられ，国

の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障を来すなど，

国の機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが新たに生じる

とは認められない。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，開

示すべきである。 

  イ Ｐ２９ないしＰ３３の決裁文書中の別紙について 

当審査会事務局職員をして標記の不開示部分の不開示情報該当性につ

いて更に諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり

説明する。 
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当該不開示部分は，特定地方法務局における人事異動計画に関する情

報であり，これらの情報は開示されないことを前提としており，開示す

ることとなれば，人事事務担当者が，職員から反発，苦情，非難等を受

けることをおそれ，適正な人事異動の立案をためらうなど，人事管理に

関する事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが

ある。 

これを検討すると，当該不開示部分は，特定地方法務局における人事

異動計画に関する情報であり，これを開示すると，職員がその計画内容

と実際に行われた人事異動の内容を比較することなどにより，人事事務

担当者に対して反発，苦情，非難等をすることは否定できないことから，

今後，適正な人事異動が行われなくなるなど，人事管理に関する事務に

関し，公正かつ円滑な事務の確保に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問

庁の説明は，否定し難い。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号ニに該当し，不開示と

したことは妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号並びに７号柱書き及びニに該当するとして不開示とした決定については，

別表４に掲げる部分を除く部分は，同条２号並びに７号柱書き及びニに該

当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるが，別表４に掲

げる部分は，同条２号並びに７号柱書き及びニのいずれにも該当せず，開

示すべきであると判断した。 

（第１部会） 

  委員 合田悦三，委員 木村琢麿，委員 中村真由美 
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別表１ 処分庁が特定した本件対象保有個人情報が記録された文書（受付第５

号関係） 

文 書

番号 

ページ番号

（文書の右

下記載の番

号） 

文書名 開 示 ・

不 開 示

の 有 無

等 

原処分（開示

決定通知書）

に記載された

不開示部分 

原処分にお

ける不開示

理由 

１ １～７９ 通知（給与審

査申立） 

部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

２ ８０～８８ 決裁 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

３ ８９～９５ 決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 
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４ ９６～１０

２ 

 

決裁 

 

部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

５ １０３～４

９８ 

決裁 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

①１４条２

号 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処埋につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

ＵＲＬ 

内線番号 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 
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６ ４９９ 電話・口頭聴

取書 

部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

７ ５００～５

０３ 

決裁 全 部 開

示 

  

８ ５０４～５

４９ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

９ ５５０～６

２６ 

決裁 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者の電話

番号，メール

アドレス 

①１４条２

号 

③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

内線番号 

メ ー ル 送 信
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者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

１０ ６２７～６

３１ 

 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き， 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

１１ ６３２～８

０３ 

決裁 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者の電話

番号，メール

アドレス 

①１４条２

号 

②１４条７

号柱書き， 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

１２ ８０４～８

１４ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き，

③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 
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決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

⑤１４条７

号ニ 

内線番号 

メッセージ送

信者，宛先，

件名，本又，

添付ファイル

の フ ァ イ ル

名，ＵＲＬ 

１３ ８１５ 決裁 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，担

当者メモ 

②１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

１４ ８１６ メール 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，担

当者メモ 

②１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

１５ ８１７～８

２５ 

メール 部 分 開

示 

下書きメール

に 係 る 差 出

人，宛先，件

名，本文，Ｕ

ＲＬ，担当者

メモ 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

１６ ８２６ メール 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，木文，Ｕ

ＲＬ 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

１７ ８２７～８

３１ 

メール 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７
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に関する情報 号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管埋に係る事

務に関する情

報 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ，担当

者メモ 

１８ ８３２ メール 部 分 開

示 

下書きメール

に 係 る 差 出

人，宛先，件

名，本文，Ｕ

ＲＬ，添付フ

ァイルのファ

イル名 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

１９ ８３３ 電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

２０ ８３４ 決裁 部 分 開

示 

下書きメール

に 係 る 差 出

人，宛先，件

名，本文，Ｕ

ＲＬ，添付フ

ァイルのファ

イル名 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

２１ ８３５～８

３６ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

②１４条７

号柱書き 

③１４条７
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いての協議・

検討内容に関

する情報 

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

２２ ８３７ 決裁 部 分 開

示 

下書きメッセ

ージに係る差

出人，宛先，

件名，本文，

ＵＲＬ，添付

ファイルのフ

ァイル名 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

２３ ８３８～８

４５ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

２４ ８４６～８

６５ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７
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する情報 号ニ 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

メッセージ送

信者，宛先，

件名，本文，

添付ファイル

の フ ァ イ ル

名，ＵＲＬ，

担当者メモ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

２５ ８６６ メール 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文ＵＲ

Ｌ 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

２６ ８６７～８

８７ 

電話聴取書 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 
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２７ ８８８～８

９０ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

事務処理につ

いての協議・

検討内容に関

する情報 

②１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

内線番号 

決裁及び関連

文書中，人事

管理に係る事

務に関する情

報 

２８ ８９１～８

９５ 

メール 部 分 開

示 

メ ー ル 送 信

者，宛先，件

名，本文，添

付ファイルの

ファイル名，

ＵＲＬ，担当

者メモ，添付

ファイル全部 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

２９ ８９６～ 

９３７ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連

文書中，人事

管埋に係る事

務に関する情

報 

⑤１４条７

号ニ 

３０ ９３８～１

０７２ 

決裁 部 分 開

示 

内線番号 ④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連

文書中，人事

管埋に係る事

務に関する情

報 

３１ １０７３ 電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

⑤１４条７

号ニ 
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含む。） 

３２ １０７４～

１０７７ 

電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

３３ １０７８～

１０８３ 

決裁 部 分 開

示 

メッセージ送

信者，宛先，

件名，本文，

ＵＲＬ，添付

ファイルのフ

ァイル名，担

当者メモ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

３４ １０８４～

１０８６ 

電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名，

担当者メモを

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

３５ １０８７～

１０９１ 

口頭聴取書 全 部 開

示 

  

３６ １０９２～

１０９４ 

電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

３７ １０９５～

１０９６ 

電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

⑤１４条７

号ニ 
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場所，件名，

担当者メモを

含む。） 

３８ １０９７ 電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

３９ １０９８ 電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 

４０ １０９９ 電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以

外の者から聴

取 し た 情 報

（被聴取者，

聴取者，聴取

場所，件名を

含む。） 

⑤１４条７

号ニ 
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別表２ 処分庁が特定した本件対象保有個人情報が記録された文書（受付第６

号関係） 

文 書

番号 
ペ ー ジ 番

号 （ 文 書

の 右 下 記

載 の 番

号） 

文書名 開 示 ・

不 開 示

の 有 無

等 

原処分（開示決

定通知書）に記

載された不開示

部分 

原処分にお

ける不開示

理由 

４１ １～２ 苦情処理申出書 全 部 開

示 

  

４２ ３～５ メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

４３ ６～７ 対話記録 全 部 開

示 

  

４４ ８ 対話記録 全 部 開

示 

  

４５ ９～１０ メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

４６ １ １ ～ ２

０ 

決裁 部 分 開

示 

内線番号 ④１４条７

号柱書き 

４７ ２ １ ～ １

１０ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連文

書中，人事事務 

処理についての

協議・検討内容 

に関する情報 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

４８ １ １ １ ～

１１２ 

メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

４９ １ １ ３ ～

２０３ 

意見書 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

５０ ２ ０ ４ ～

２０５ 

電話聴取書 部 分 開

示 

開示請求者以外

の者から聴取し

た情報（被聴取

②１４条７

号柱書き 
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者，聴取者，聴

取場所，件名を

含む。） 

５１ ２ ０ ６ ～

３４４ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連文

書中，人事事務 

処理についての

協議・検討内容 

に関する情報 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

ＵＲＬ 

内線番号 

決裁及び関連文

書中，人事管理 

に係る事務に関

する情報 

５２ ３ ４ ５ ～

４１４ 

決裁 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連文

書中，人事管理

に係る事務に関

する情報 

５３ ４ １ ５ ～

４６４ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メール及び関連

文書中，人事管

理に係る事務に

関する情報 

５４ ４ ６ ５ ～

４７０ 

決裁 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 
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決裁及び関連文

言中，人事管理

に係る事務に関

する情報 

５５ ４７１ メール 部 分 開

示 

メール及び関連

文書中，人事事

務処理について

の協議・検討内

容に関する情報 

②１４条７

号柱書き 

③１４条７

号柱書き 

ＵＲＬ 

５６ ４ ７ ２ ～

４７８ 

決裁 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 内線番号 

決裁及び関連文

書中，人事管埋 

に係る事務に関

する情報 

５７ ４ ７ ９ ～

４８０ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メール及び関連

文書中，人事管

理に係る事務に

関する情報 

５８ ４ ８ １ ～

４８３ 

メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

５９ ４ ８ ４ ～

４８６ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６０ ４ ８ ７ ～ メール 部 分 開 メール送信者， ③１４条７
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４８９ 示 宛先，件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６１ ４ ９ ０ ～

４９１ 

メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

６２ ４ ９ ２ ～

４９３ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，ＵＲ

Ｌ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６３ ４ ９ ４ ～

４９５ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，ＵＲ

Ｌ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６４ ４ ９ ６ ～

４９８ 

メール 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，ＵＲ

Ｌ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６５ ４ ９ ９ ～

５０１ 

メール 部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

６６ ５ ０ ２ ～

５０８ 

決裁 

 

部 分 開

示 

ＵＲＬ ③１４条７

号柱書き 

④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

内線番号 

決裁及び関連文

書中，人事管理

に係る事務に関

する情報 

６７ ５ ０ ９ ～

５１５ 

決裁 部 分 開

示 

メール送信者，

宛先，件名，メ

ール本文，ＵＲ

Ｌ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

６８ ５ １ ６ ～

５８８ 

決裁 部 分 開

示 

内線番号 ④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連文

書中，人事管理

に係る事務に関

する情報 

６９ ５ ８ ９ ～

５９７ 

決裁 部 分 開

示 

決裁及び関連文

書中，人事管理

③１４条７

号柱書き 
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に係る事務に関

する情報 

⑤１４条７

号ニ 

メール送信者，

宛先，件名， 

メール本文，Ｕ

ＲＬ 
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別表３ 処分庁が特定した本件対象保有個人情報が記録された文書（受付第７

号関係） 

文 書

番号 
ペ ー ジ 番

号 （ 文 書

の 右 下 記

載 の 番

号） 

文書名 開 示 ・

不 開 示

の 有 無

等 

原処分（開示決

定通知書）に記

載された不開示

部分 

原処分にお

ける不開示

理由 

７０ １～１０ 平成○年○月○

日付け「○○総

務課長様（個人

メモ厳秘）」と

称する書面 

部 分 開

示 

書面及び関連文

書中，人事管理

に係る事務に関

する情報 

②１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

７１ １ １ ～ １

４ 

電話・口頭聴取

書 

全 部 開

示 

  

７２ １ ５ ～ １

７ 

聴取書 部 分 開

示 

件名の一部 ①１４条２

号 

７３ １ ８ ～ ２

２ 

メール 部 分 開

示 

メール件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メール及び関連

文書中，人事管

理に係る事務に

関する情報 

７４ ２ ３ ～ ２

７ 

メール 部 分 開

示 

メール件名，メ

ール本文，添付

ファイルのファ

イル名，ＵＲＬ 

③１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

メール及び関連

文書中，人事管

理に係る事務に

関する情報 

７５ ２ ８ ～ ３

３ 

人事異動計画決

裁 

部 分 開

示 

内線番号 ④１４条７

号柱書き 

⑤１４条７

号ニ 

決裁及び関連文

書中，人事管理

に係る事務に関

する情報 
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別表１ないし別表３の「原処分における不開示理由」欄に記載されている不

開示理由の①ないし⑤は，以下のとおりである。 

① 本件開示請求に係る保有個人情報には，開示請求者以外の特定の個人を

織別する情報が含まれており，当該情報は，法１４条２号に該当すること

から不開示とした。 

② 本件開示請求に係る保有個人情報には，人事事務処理に関する職員間の

協議・検討内容に関する情報，開示請求者以外の者から聴取した事実及び

被聴取者や聴取内容等を推認させる情報が含まれるところ，このような情

報が開示されることになれば，今後の人事事務処理において，職員が率直

な意見を述べることをちゅうちょし，ひいては事務の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあることから，これらの情報は，法１４条７号柱書きに該

当するため不開示とした。 

③ 本件開示請求に係る保有個人情報には，特定地方法務局に設置された専

用端末に関するＵＲＬ（公開されていないもの）が記載されているところ，

これは，その一部でも開示されることとなれば，外部からの不正なアクセ

スの危険が高まり，情報の改ざんやなりすましメールの送信等が行われる

おそれがあるなど，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることか

ら，この情報は，法１４条７号柱書きに該当するため不開示とした。 

④ 本件開示請求に係る保有個人情報には，職員，関係機関その他の関係者

との間での連絡に用いている電話番号が記載されているところ，ホームペ

ージ等で対外的に公表されている電話番号以外の番号については，公にす

ることが予定されておらず，このような情報が開示されることになれば，

外部の者がこれらをみだりに利用するおそれがあるなど，事務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きに該当する

ため不開示とした。 

⑤ 本件開示請求に係る保有個人情報には，人事管理に係る事務に関する情

報が含まれており，このような情報が開示されることになれば，公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号ニ

に該当するため不開示とした。 
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別表４ 開示すべき部分 

 

文書番号 ページ番号

（保有個人

情報が記録

された文書

の右下記載

の番号） 

開示すべき部分 

３ ９４ 不開示部分の全部 

４ １０１ ３ 照会事項Ⅱの３「苦情相談について」

欄の全部 

５ １０３ 内線番号 

１０８ １８行目１文字目ないし１７文字目 

１９行目１文字目ないし１７文字目 

２０行目１文字目ないし１７文字目 

２１行目１文字目ないし１７文字目 

２２行目１文字目ないし１７文字目 

１４２及び

１４３ 

能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者の

評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評

語，評価項目４＜説明＞の評価者の評語，

評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語 

１４３ 能力評価の評価者の全体評語欄の全部 

１８６ 内線番号 

３２０ 

 

第４の標題 

「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分

の全部 

４４６及び

４４７ 

能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者の

評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評

語，評価項目４＜説明＞の評価者の評語，

評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語 

４５２ 担当者メモの不開示部分の全部 

４５４ 「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄

の不開示部分の全部 
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４５７ 「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄

の不開示部分の全部 

４７０ 第４の標題 

「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分

の全部 

４７１ １行目ないし４行目 

８ ５０８及び

５０９ 

能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者の

評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評

語，評価項目４＜説明＞の評価者の評語，

評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語 

９ ５５０ 内線番号 

５７９ 不開示部分の全部 

６１４ 携帯電話番号 

６１９ 特定支局長欄の不開示部分の全部 

１１ ６４８ 第４の標題 

「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分

の全部 

８０３ 不開示部分の全部 

１２ ８０４ 内線番号 

８１４ メールソフトの情報 

１５ ８１７ メールソフトの情報 

１６ ８２６ 件名の全部 

メールソフトの情報 

１８ ８３２ メールソフトの情報 

２０ ８３４ メールソフトの情報 

２２ ８３７ メールソフトの情報 
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２５ ８６６ １行目の全部 

メールソフトの情報 

２６ ８６９ １８行目１文字目ないし１７文字目 

１９行目１文字目ないし１７文字目 

２０行目１文字目ないし１７文字目 

２１行目１文字目ないし１７文字目 

２２行目１文字目ないし１７文字目 

２７ ８８８ 内線番号 

２８ ８９１ メールソフトの情報 

２９ ８９６ 内線番号 

９０２ない

し９０４ 

特定地方法務局の局長，次長の氏名及び新

旧職名の表の不開示部分の全部 

９０６ １８行目１文字目ないし１７文字目 

１９行目１文字目ないし１７文字目 

２０行目１文字目ないし１７文字目 

２１行目１文字目ないし１７文字目 

２２行目１文字目ないし１７文字目 

３０ ９３８ 内線番号 

３７ １０９５及

び１０９６ 

不開示部分の全部 

３９ １０９８ 電話番号を除く全部 

４６ １１ 内線番号 

５１ ２０６ 内線番号 

２１５ 「第５ 提出書類」の（５）の不開示部分

の全部 

３３９及び

３４０ 

相手方欄，当方欄，件名欄及び聴取内容を

除いた不開示部分全部 

３４１及び

３４２ 

能力評価の評価項目１＜倫理＞の評価者の

評語，評価項目３＜協調性＞の評価者の評

語，評価項目４＜説明＞の評価者の評語，

評価項目５＜業務遂行＞の評価者の評語 
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５６ ４７２ 内線番号 

４７７ 「３ 苦情処理申出に対する審理結果」欄

の不開示部分の全部 

５９ ４８４ メール文書の全部（ＵＲＬを除く。） 

４８６ メール文書の全部（ＵＲＬを除く。） 

６０ 

 

４８７ メール文書の全部（ＵＲＬを除く。） 

４８９ メール文書の全部（ＵＲＬを除く。） 

６６ ５０２ 内線番号 

５０４ 不開示部分の全部 

５０６ 不開示部分の全部 

６８ ５１６ 内線番号 

７５ ２８ 内線番号 

 

 

 


